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は
じ
め
に

　
『
顏
氏
家
訓
』
は
、
顏
之
推
（
五
三
一
〜
五
九
一
年
）
が
著
し
た
、
子
孫
に

対
す
る
訓
戒
書
で
あ
る
。
全
二
十
篇
の
中
に
は
、
敎
子
篇
・
兄
弟
篇
・
後
娶
篇
・

治
家
篇
な
ど
家
を
保
つ
た
め
の
戒
め
が
あ
る
ほ
か
、
勉
學
篇
・
文
章
篇
・
書
證

篇
・
音
辭
篇
・
雜
藝
篇
な
ど
「
學
」
を
論
じ
た
篇
が
あ
る
）
1
（

。
顔
之
推
は
、
子
孫

に
「
先
王
の
道
」
に
務
め
、「
家
世
の
業
」
を
継
い
で
、「
學
」
を
伝
え
る
こ
と

を
求
め
た
。
自
身
は
仏
教
信
者
で
あ
り
な
が
ら
）
2
（

、
顔
氏
が
継
承
す
べ
き
「
學
」

の
中
心
に
儒
教
を
置
く
の
は
、
貴
族
制
の
衰
退
期
に
貴
族
の
存
立
基
盤
を
見
つ

め
直
し
た
顏
之
推
が
、
貴
族
の
存
立
基
盤
で
あ
る
文
化
的
価
値
の
中
心
に
あ
る

儒
敎
の
重
要
性
を
再
認
識
し
た
か
ら
で
あ
る
）
3
（

。

　

顏
之
推
が
、
家
訓
と
い
う
形
で
自
ら
の
貴
族
観
を
示
し
、
そ
れ
を
子
孫
に
伝

え
た
背
景
に
は
、
六
朝
に
お
け
る
家
訓
書
の
盛
行
が
あ
る
）
4
（

。『
顏
氏
家
訓
』
治

家
第
五
に
は
、「
治
家
の
寛
猛
も
、
亦
た
猶
ほ
國
の
ご
と
し
（
治
家
之
寛
猛
、

亦
猶
國
焉
）」
と
あ
り
、
顏
之
推
は
、
修
身
・
齊
家
・
治
國
・
平
天
下
と
い
う
『
禮

記
』
大
學
篇
の
「
家
│
國
」
観
に
基
づ
き
、「
治
家
」
の
重
要
性
を
述
べ
て
い

る
）
5
（

。
そ
れ
で
は
、
顏
之
推
は
「
家
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
い
か
な
る
教
育
を

行
う
べ
き
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
顏
之
推
は
、
南
朝
か
ら
北
朝
に
連
行
さ
れ
た
た
め
、『
顏
氏
家
訓
』

に
は
、
南
朝
貴
族
と
北
朝
貴
族
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
描
か
れ
る
）
6
（

。
顔
之
推
が

提
示
し
た
貴
族
の
あ
り
方
は
、
南
北
の
ど
ち
ら
か
の
貴
族
を
起
源
と
す
る
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
稿
は
、『
顏
氏
家
訓
』
に
お
け
る
「
家
」
の
あ
り
方
と
子
弟
教
育
を
踏
ま
え
、

顔
之
推
の
理
想
と
し
た
貴
族
像
の
特
徴
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、「
家
」
の
範
囲
と
経
営

　

顏
之
推
が
、『
禮
記
』
大
學
篇
に
基
づ
き
、「
治
家
」
が
「
國
」
に
も
繋
が
っ

て
い
く
と
考
え
た
際
に
、「
治
家
」
の
要
と
し
て
掲
げ
た
「
寛
猛
」
は
、『
春
秋

『
顏
氏
家
訓
』
に
お
け
る
「
家
」
と
貴
族
像

渡
　
邉
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左
氏
傳
』
昭
公 

傳
二
十
年
に
、「
仲
尼
曰
く
、
善
き
か
な
。
政 

寛
な
れ
ば
則

ち
民
は
慢
、
慢
な
れ
ば
則
ち
之
を
糾
す
に
猛
を
以
て
す
。
猛
な
れ
ば
則
ち
民
は

殘
、
殘
な
れ
ば
則
ち
之
に
施
す
に
寛
を
以
て
す
。
寛 

以
て
猛
を
濟
ひ
、
猛 

以

て
寛
を
濟
は
ば
、
政 

是
を
以
て
和
す
」
と
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
）
7
（

。

　

そ
れ
で
は
、
顏
之
推
は
、「
家
」
の
あ
り
方
と
し
て
「
寛
」
と
「
猛
」
を
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

①
世
間
の
名
士
、
但
だ
寛
仁
に
務
む
。
②
飮
⻝
・
饟
饋
は
、
僮
僕 

減
損
し
、

施
惠
・
然
諾
は
、
妻
子 
節
量
し
、
賓
客
を
狎
侮
し
、
鄕
黨
を
侵
耗
す
る

に
至
る
。
此
れ
も
亦
た
家
の
巨
蠹
爲た

り
）
8
（

。

　

顏
之
推
は
、
①
「
世
間
の
名
士
」
が
「
寛
仁
」
に
努
め
た
結
果
、
②
「
僮
僕
」

と
「
妻
子
」
に
よ
り
「
賓
客
」
や
「
鄕
黨
」
へ
の
飲
食
や
贈
答
品
、
施
与
や
約

束
ご
と
が
削
ら
れ
、
反
故
に
さ
れ
て
い
る
と
批
判
す
る
。
顏
家
の
家
學
で
あ
る

『
春
秋
左
氏
傳
』
の
教
え
の
と
お
り
、「
家
」
で
も
「
寛
」
と
「
猛
」
の
調
和
が

必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
際
に
顏
家
の
み
な
ら
ず
、

「
世
間
の
名
士
」
と
称
さ
れ
る
貴
族
で
あ
れ
ば
、「
賓
客
」
だ
け
で
は
な
く
「
鄕

黨
」
に
ま
で
施
与
す
る
こ
と
を
当
然
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

豪
族
が
郷
里
社
会
に
賑
恤
を
行
う
べ
し
と
の
記
述
は
、
後
漢
末
の
『
四
民
月

令
』
に
も
見
ら
れ
る
。
谷
川
道
雄
は
、
賑
恤
を
「
名
望
家
」
が
、
在
地
社
会
の

再
生
産
を
保
障
す
る
た
め
「
私
を
超
克
」
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
れ
に
よ
り

「
民
の
望
」
に
な
っ
た
貴
族
が
「
名
望
家
支
配
」
を
行
い
得
た
と
す
る
）
9
（

。
し
か
し
、

後
漢
末
に
お
け
る
「
名
士
」
の
名
声
は
、
賑
恤
を
一
義
的
な
理
由
と
し
な
い
。

む
し
ろ
、
名
声
を
求
め
る
た
め
再
生
産
構
造
を
破
綻
さ
せ
て
ま
で
賑
恤
を
行
う

こ
と
は
、
批
判
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
）
10
（

。

　

顏
之
推
も
、「
家
」
の
再
生
産
構
造
の
中
で
の
賑
恤
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

同
様
の
見
解
を
述
べ
る
。

①
天
地
鬼
神
の
道
、
皆 

滿
盈
な
る
を
惡
む
。
謙
虛
冲
損
な
れ
ば
、
以
て

害
を
免
る
可
し
。
…
…
常
に
以お
も

へ
ら
く
、「
②
二
十
口
の
家
、
③
奴
婢 

盛

多
な
る
も
、
二
十
人
を
出
づ
可
か
ら
ず
、
良
田
は
十
頃
、
堂
室
は
纔
か
に

風
雨
を
蔽
ひ
、
車
馬
は
僅
か
に
杖
策
に
代
へ
、
財 

數
萬
を
蓄
へ
て
、
以

て
吉
凶
急
速
に
擬
す
。
此
れ
に
啻と
ど

ま
ら
ざ
る
者
は
、
④
義
を
以
て
之
を
散

ら
し
、
此
れ
に
至
ら
ざ
る
者
は
、
道
に
非
ず
し
て
之
を
求
む
る
こ
と
勿
れ
」

と
）
11
（

。

　

顏
之
推
は
、
自
ら
の
「
家
」
の
構
成
員
を
②
「
二
十
口
」
と
考
え
る
。
中
国

古
代
に
お
け
る
「
家
」
の
基
本
構
成
は
、「
五
口
」
を
一
戸
と
す
る
も
の
が
「
民
」

で
あ
る
）
12
（

。
顏
之
推
は
、
顏
家
が
「
民
」
や
「
庶
」
で
は
な
く
「
士
」、
す
な
わ

ち
あ
る
程
度
の
規
模
を
持
つ
貴
族
の
家
と
し
て
継
続
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
そ

れ
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
資
産
は
、
③
「
奴
婢
」
二
十
人
と
「
良
田
は
十

頃
」、
そ
れ
に
よ
り
、
家
と
車
馬
を
整
え
「
財
數
萬
」
を
蓄
え
得
る
と
い
う
。

清
貧
で
知
ら
れ
た
蜀
漢
の
丞
相
諸
葛
亮
が
、「
成
都
に
桑
八
百
株
、
薄
田
十
五

頃
有
り
。
子
弟
の
衣
⻝
、
自
づ
か
ら
餘
饒
有
り
（
成
都
有
桑
八
百
株
、
薄
田
十

五
頃
。
子
弟
衣
⻝
、
自
有
餘
饒
）」
と
言
っ
た
こ
と
に
比
べ
る
と
や
や
少
な
い
が
、

諸
葛
亮
は
一
国
の
丞
相
で
あ
る
た
め
、
こ
の
程
度
の
差
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、「
財
數
萬
」
を
蓄
え
て
、
そ
れ
で
も
余
剰
が
あ
っ
た
と
き
に
、
は
じ
め

て
④
「
義
を
以
て
之
を
散
ら
」
せ
、
と
顏
之
推
は
教
え
る
。



『
顏
氏
家
訓
』
に
お
け
る
「
家
」
と
貴
族
像

（31）1280

　
「
義
」
と
い
う
概
念
で
賑
恤
を
行
う
と
き
、
そ
の
範
囲
は
郷
党
に
及
ぶ
、
と

谷
川
道
雄
は
言
う
）
13
（

。
そ
の
典
拠
と
し
て
谷
川
の
挙
げ
る
も
の
が
、
曹
魏
の
夏
侯

玄
の
次
の
言
葉
で
あ
る
。

夫
れ
①
孝
行
は
家
門
に
著
は
る
、
豈
に
忠
を
官
に
在
る
に
恪い
た

さ
ざ
ら
ん
や
。

②
仁
恕
は
九
族
に
稱
せ
ら
る
、
豈
に
政
を
爲
す
に
逹
せ
ざ
ら
ん
や
。
③
義

斷
は
鄕
黨
に
行
は
る
、
豈
に
事
を
任
ず
る
に
堪
へ
ざ
ら
ん
や
）
14
（

。

　

夏
侯
玄
は
、
①
「
孝
」
と
い
う
德
目
を
「
家
門
」、
②
「
仁
」
を
「
九
族
」、

③
「
義
」
を
「
鄕
黨
」
に
そ
れ
ぞ
れ
関
連
づ
け
る
。
顏
師
古
が
「
二
十
口
」
と

し
た
「
家
」
で
は
「
孝
」
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
顏
之
推
は
子
弟
に
「
學
」

を
継
承
す
る
こ
と
こ
そ
「
孝
」
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
（
注（
3
）所
掲
渡
邉
論

文
）。
そ
れ
に
対
し
て
、「
九
族
」（
宗
族
）
で
は
「
仁
」、「
鄕
黨
」
で
は
「
義
」

が
尊
重
さ
れ
る
と
夏
侯
玄
は
言
う
。
顏
之
推
が
、「
義
を
以
て
之
を
散
ら
」
せ
、

と
言
っ
た
際
の
賑
恤
の
範
囲
は
、
家
・
宗
族
を
超
え
て
「
鄕
黨
」
に
及
ぶ
と
考

え
て
よ
い
。
そ
れ
で
は
、
貴
族
の
基
盤
は
、
郷
里
社
会
に
お
け
る
土
地
経
営
に

置
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
谷
川
が
「
民
の
望
」
と
呼
ぶ
、
民
の
支

持
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

顏
之
推
が
「
義
」
に
よ
る
賑
恤
を
余
剰
が
あ
っ
た
と
き
に
限
定
す
る
よ
う
に
、

鄕
黨
へ
の
賑
恤
は
、
そ
の
再
生
産
構
造
を
支
え
得
る
ほ
ど
、
恒
常
的
な
も
の
で

は
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
は
谷
川
が
説
く
よ
う
な
「
民
の
望
」
に
な
る
た
め
で

な
く
、
先
に
掲
げ
た
賑
恤
を
説
く
資
料
に
①
「
天
地
鬼
神
の
道
」
と
あ
る
字
句

が
、『
周
易
』
謙
卦 

彖
傳
に
、「
天
道
は
盈
を
虧
き
て
謙
に
益
し
、
地
道
は
盈

を
變
じ
て
謙
に
流
し
、
鬼
神
は
盈
を
害
し
て
謙
に
福
す
（
天
道
虧
盈
而
益
謙
、

地
道
變
盈
而
流
謙
、
鬼
神
害
盈
而
福
謙
）」
と
あ
る
字
句
を
踏
ま
え
て
い
る
よ

う
に
、『
周
易
』
の
止
足
の
思
想
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
思
想
は
、
之
推
の
祖
先
で
あ
る
顏
延
之
の
「
庭
訓
」
に
、
す
で
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

善
く
施
す
者
は
豈
に
唯
だ
自
づ
か
ら
人
の
心
に
發
せ
ん
や
、
乃
ち
天
の
則

に
出
づ
。
積
む
を
待
た
ず
に
與
へ
、
實
つ
る
を
謀
る
こ
と
無
く
取
り
、
竝

び
に
千
金
を
散
ず
る
は
、
誠
に
能
ふ
可
か
ら
ず
。
人
に
贍
す
る
の
急
は
、

乏
を
必
ず
先
に
す
と
雖
も
、
施
を
し
て
王
丹
の
如
く
、
受
を
杜
林
の
如
く

せ
し
め
ば
、
亦
た
與と
も

に
交
は
り
を
言
ふ
可
し
）
15
（

。

　

王
丹
と
杜
林
は
、
と
も
に
『
後
漢
書
』
列
傳
十
七
に
專
傳
を
持
つ
光
武
帝
期

の
人
で
、
王
丹
は
「
施
」
と
し
て
手
ず
か
ら
作
っ
た
も
の
を
渡
し
、
杜
林
は
馬

援
か
ら
の
施
与
に
対
し
て
五
万
錢
で
返
礼
を
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
二
人
の
節

度
あ
る
施
与
と
返
礼
を
評
価
す
る
顏
延
之
は
、
子
孫
の
之
推
と
同
じ
よ
う
に
、

「
積
む
を
待
」
ち
「
實
つ
る
を
謀
」
っ
て
施
与
す
べ
き
と
の
教
え
を
残
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
顏
之
推
は
、
土
地
の
経
営
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

生
民
の
本
、
要
は
當
に
稼
穡
し
て
而も
っ

て
⻝
ら
ひ
、
桑
麻
し
て
以
て
衣
る
べ

し
。
…
…
能
く
其
の
業
を
守
る
者
に
至
り
て
は
、
門
を
閉
づ
る
も
生
を
爲

す
の
具
は
以
て
足
り
、
但
だ
家
に
鹽
井
無
き
の
み
。
今 

北
土
の
風
俗
は
、

率お
ほ
むね

能
く
躬
儉
節
用
し
て
、
以
て
衣
⻝
を
贍み

た

す
。
江
南
は
奢
侈
に
し
て
、

多
く
逮お

よ

ば
ず
）
16
（

。

　

顏
之
推
は
、「
北
土
」（
北
朝
）
の
土
地
経
営
を
節
倹
で
よ
く
、「
江
南
」（
南
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朝
）
の
そ
れ
を
奢
侈
と
批
判
す
る
。
こ
の
よ
う
に
顏
之
推
は
、
い
た
ず
ら
に
大

土
地
を
経
営
す
る
こ
と
を
奢
侈
と
考
え
、
十
頃
ば
か
り
の
土
地
を
所
有
し
、
自

ら
に
余
裕
の
あ
る
と
き
に
、
鄕
黨
に
「
義
」
と
し
て
賑
恤
を
行
う
べ
き
と
し
た
。

自
ら
の
土
地
経
営
に
よ
っ
て
、
小
農
民
の
再
生
産
構
造
を
守
り
「
民
の
望
」
を

目
指
し
た
訳
で
も
、
大
土
地
経
営
を
自
ら
の
基
盤
に
し
よ
う
と
し
た
訳
で
も
な

い
。「
孝
」
の
対
象
で
あ
る
家
門
、「
仁
」
の
対
象
で
あ
る
九
族
（
宗
族
）
の
外

延
に
存
在
す
る
、「
義
」
の
対
象
で
あ
る
鄕
黨
に
は
、
時
と
し
て
施
与
を
及
ぼ

す
が
、
そ
う
し
た
鄕
黨
に
対
す
る
「
義
」
は
、「
士
」
の
階
層
の
社
会
的
責
務
と
、

満
ち
る
を
良
し
と
し
な
い
『
周
易
』
の
思
想
に
基
づ
い
て
行
う
べ
き
と
す
る
。

　

そ
れ
は
、
顏
之
推
が
「
孝
」
の
対
象
と
す
べ
き
「
家
」
の
範
囲
が
小
さ
い
こ

と
に
も
現
れ
る
。

夫
れ
人
民
有
り
て
後
に
夫
婦
有
り
、
夫
婦
有
り
て
後
に
父
子
有
り
、
父
子

有
り
て
後
に
兄
弟
有
り
。
①
一
家
の
親
、
此
の
三
あ
る
の
み
。
茲こ
こ

よ
り
以
往
、

九
族
に
至
る
ま
で
、
皆 

三
親
に
本
づ
く
。
…
…
②
其
の
壯
な
る
に
及
ぶ
や
、

各
掩
其
の
妻
を
妻
と
し
、
各
掩
其
の
子
を
子
と
す
。
篤
厚
の
人
有
り
と
雖

も
、
少
し
く
衰
へ
ざ
る
能
は
ざ
る
な
り
）
17
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。

　

顏
之
推
は
、
夫
婦
・
父
子
・
兄
弟
を
①
「
一
家
の
親
、
此
の
三
あ
る
の
み
」

と
述
べ
、「
家
」
の
範
囲
を
夫
婦
・
父
子
・
兄
弟
に
止
め
て
い
る
。
大
土
地
所

有
や
軍
事
力
で
あ
れ
ば
有
利
と
な
る
累
世
同
居
を
勧
め
る
こ
と
も
な
い
。
こ
の

た
め
、「
家
」
を
「
二
十
口
」
と
設
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
②
壮
年
に

な
る
と
そ
れ
ぞ
れ
妻
を
娶
り
、
子
を
儲
け
る
た
め
、
兄
弟
は
疎
遠
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
と
い
う
。
兄
弟
第
三
で
は
、
兄
弟
そ
れ
ぞ
れ
の
妻
が
、
互
い
を
疎
遠

に
す
る
最
大
の
原
因
と
さ
れ
て
い
る
が
、
疎
遠
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
近
所
に
住

め
ば
よ
い
と
す
る
）
18
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。
こ
の
言
説
で
は
、
壮
年
の
兄
弟
の
分
居
が
前
提
と
さ
れ
て

お
り
、
顏
之
推
の
「
家
」
の
範
囲
が
狭
い
こ
と
の
証
左
と
な
る
。
む
ろ
ん
、
六

朝
期
に
も
累
世
同
居
で
評
価
さ
れ
た
「
家
」
も
あ
り
、「
家
」
の
範
囲
は
、
貴

族
に
よ
り
異
な
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
近
世
の
宗
族
に
比
べ
る
と
、
そ
の
規
模
は

小
さ
い
）
19
（

。そ
う
し
た
範
囲
の
「
家
」
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に
、顏
之
推
は
「
家
」

の
規
範
を
残
し
た
の
で
あ
る
。

二
、「
家
」
の
規
範
と
教
育

　

顏
之
推
が
著
し
た
『
顏
氏
家
訓
』
と
い
う
「
家
」
の
規
範
と
教
育
の
前
提
と

な
る
人
間
観
は
、
性
三
品
説
を
中
核
に
置
く
。

①
上
智
は
敎
へ
ず
に
し
て
成
り
、
下
愚
は
敎
ふ
と
雖
も
益
無
く
、
中
庸
の

人
は
敎
へ
ざ
れ
ば
知
ら
ざ
る
な
り
。
②
古い

に
し
へ者

は
、
聖
王
に
胎
敎
の
法
有
り
。

子
を
懷は
ら

み
て
三
月
な
れ
ば
、
出
で
て
別
宮
に
居
り
、
目
は
邪
視
せ
ず
、
耳

は
妄
聽
せ
ず
、
音
聲
・
滋
味
は
、
禮
を
以
て
之
を
節
す
。
…
…
③
子 

生

ま
れ
て
咳
杪
な
れ
ば
、
師
・
保
は
固
よ
り
孝
・
仁
・
禮
・
義
を
明
ら
か
に

し
、
之
を
導
習
す
。
凡
庶
は
縱た
と

ひ
爾し
か

る
能
は
ざ
る
も
、
當
に
嬰
稚
に
し
て

人
の
顏
色
を
識
り
、
人
の
喜
怒
を
知
る
に
及
び
て
は
、
便
ち
敎
誨
を
加
へ
、

爲
さ
し
む
る
は
則
ち
爲
し
、
止
め
し
む
る
は
則
ち
止
む
べ
し
。
…
…
數
歳

に
及
ぶ
比こ
ろ
ほひ
に
は
、
④
笞
罰
を
省
か
へ
り
みる
可
し
。
…
…
⑤
孔
子
云
ふ
、「
少
成
は

天
性
の
若
し
、
習
慣
は
自
然
の
如
し
」
と
は
是
れ
な
り
。
俗
諺
に
曰
く
、



『
顏
氏
家
訓
』
に
お
け
る
「
家
」
と
貴
族
像

（33）1278

「
婦
を
敎
ふ
る
に
は
初
め
て
來
た
る
と
き
、
兒
を
敎
ふ
る
に
は
嬰
孩
の
と

き
」
と
。
誠
な
る
か
な
斯
の
語
）
20
（

。

　

顏
之
推
は
、
①
性
三
品
説
に
基
づ
い
て
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
の
教
育
の
規

範
を
示
す
。
性
三
品
説
は
、
中
品
へ
の
教
化
を
不
可
欠
と
す
る
た
め
で
あ
る
。

こ
と
に
、
梁
の
皇
侃
の
『
論
語
義
疏
』
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
親
か
ら
受
け
る

氣
の
清
濁
に
よ
り
、
子
の
品
が
定
ま
る
と
し
た
）
21
（

。
こ
の
た
め
、
子
の
生
ま
れ
る

前
か
ら
、
②
胎
敎
が
必
要
と
さ
れ
る
。
胎
敎
は
、
前
漢
の
賈
誼
『
新
書
』
卷

十 

胎
敎
に
見
え
、
そ
れ
を
承
け
た
『
大
戴
禮
記
』
保
傅
篇
に
も
記
さ
れ
る
）
22
（

。

顏
之
推
が
「
學
」
の
中
心
に
据
え
る
儒
敎
の
中
で
も
重
視
す
る
禮
學
に
基
づ
き
、

生
ま
れ
る
前
か
ら
教
育
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
子
が
③
「
咳
杪
」（
生
後
三
ヵ

月
）
に
な
る
と
「
師
・
保
」
に
よ
る
「
孝
・
仁
・
禮
・
義
」
の
教
育
が
始
ま
る
。

「
師
・
保
」
に
よ
る
訓
導
の
典
拠
は
、『
禮
記
』
文
王
世
子
篇
で
あ
り
、
こ
れ
も

禮
經
で
あ
る
。
数
歳
と
な
る
こ
ろ
に
は
、
④
笞む
ち

に
よ
る
体
罰
を
加
え
る
。
そ
れ

は
、「
寛
」
だ
け
で
は
な
く
「
猛
」
を
用
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
で

に
掲
げ
た
『
春
秋
左
氏
傳
』
を
典
拠
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
⑤
孔
子
が
言

う
よ
う
に
早
く
か
ら
教
育
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。
⑤
の
典
拠
も
、
賈

誼
『
新
書
』
と
『
大
戴
禮
記
』
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
顏
之
推
は
、
家
學
で
あ
る
『
春
秋
左
氏
傳
』
と
禮
學
を
典
拠

に
、
早
く
か
ら
家
で
教
育
を
行
い
、
子
に
「
學
」
を
身
に
付
け
さ
け
る
べ
き
で

あ
る
と
し
た
。
貴
族
の
存
立
基
盤
で
あ
る
「
學
」
を
生
ま
れ
る
前
か
ら
教
え
て
、

顏
家
が
貴
族
た
る
こ
と
を
継
続
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
際
、
後
嗣
は
、
嫡
子
で
あ
る
べ
き
な
の
か
。
顏
之
推
は
、
南
北
に
お
け

る
嫡
子
と
庶
子
の
扱
い
の
違
い
に
つ
い
て
）
23
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、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

①
江
左
は
庶
孽
を
諱
ま
ず
。
室
を
喪う
し
なひ

し
の
後
、
多
く
妾
媵
を
以
て
家
事

を
終
ふ
。
…
…
②
河
北
は
側
出
を
鄙い

や
しめ

、
人
流
に
預あ

づ
から

し
め
ず
。
是
を
以

て
必
ず
須
ら
く
重
ね
て
娶
る
べ
く
し
て
、
三
た
び
四
た
び
に
至
る
。
母
の

年 

子
よ
り
少わ
か

き
者
有
り
。
後
母
の
弟
と
、
前
婦
の
兄
と
は
、
衣
服
飮
⻝
、

爰こ
こ

に
婚
宦
に
及
ぶ
ま
で
、
士
庶
貴
賤
の
隔
あ
る
に
至
る
。
俗 

以
て
常
と

爲
す
。
身 

沒
せ
し
の
後
、
辭
訟
は
公
門
に
盈
ち
、
謗
辱
は
道
路
に
彰
れ
、

子
は
母
を
誣
ひ
て
妾
と
爲
し
、
弟
は
兄
を
黜
け
て
傭
と
爲
す
。
…
…
安
ん

ぞ
孝
子
有
ら
ん
や
。
此
れ
畏
れ
ざ
る
可
か
ら
ず
）
24
（
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顏
之
推
は
、
①
「
江
左
」（
南
朝
）
は
庶
出
を
厭
わ
な
い
と
い
う
。『
春
秋
公

羊
傳
』
隱
公
元
年
に
、「
子
は
母
を
以
て
貴
く
、
母
は
子
を
以
て
貴
し
（
子
以

母
貴
、
母
以
子
貴
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
經
典
に
も
嫡
子
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た

場
合
の
庶
子
の
継
承
順
序
は
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
顏
之
推
は
江

南
の
よ
う
に
庶
子
が
継
嗣
た
り
得
れ
ば
、
不
再
娶
が
可
能
と
な
り
、
家
は
安
定

す
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
②
「
河
北
」（
北
朝
）
は
嫡
出
を
尊
重
す
る
。「
側
出
」（
庶

子
）
は
「
人
流
に
預あ
づ
か」
り
得
な
い
た
め
、
嫡
子
が
な
い
場
合
に
は
、
再
娶
が
不

可
欠
と
な
る
。『
顏
氏
家
訓
』
後
娶
第
四
に
続
け
て
、「
凡
庸
の
性
、
後
夫
は
多

く
前
夫
の
孤
を
寵
し
、
後
妻
は
必
ず
前
妻
の
子
を
虐
す
（
凡
庸
之
性
、
後
夫
多

寵
前
夫
之
孤
、
後
妻
必
虐
前
妻
之
子
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
後
妻
は
問
題
が
多

い
）
25
（

。
そ
も
そ
も
『
顏
氏
家
訓
』
に
は
、
婚
姻
篇
が
な
く
、
後
娶
篇
だ
け
が
あ
る
。

後
娶
は
問
題
が
多
い
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
篇
だ
け
を
書
い
た
の
は
、
北
朝
の



1277（34）

風
習
に
従
い
嫡
子
を
後
嗣
と
す
べ
し
と
の
主
張
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
隋
の
帝
室
が
庶
子
を
排
除
し
た
こ
と
と
関
わ
る
。
隋
の
文
帝
は
、

「
前
世
の
皇
王
、
嬖
幸
に
溺
す
る
は
、
廢
立
の
由
り
て
生
ず
る
所
な
り
。
朕
は

傍
ら
に
姫
の
侍
る
こ
と
無
し
。
五
子 

母
を
同
じ
く
し
、
眞
の
兄
弟
と
謂
ふ
可

き
な
り
（
前
世
皇
王
、
溺
於
嬖
幸
、
廢
立
之
所
由
生
。
朕
傍
無
姫
侍
。
五
子
同

母
、
可
謂
眞
兄
弟
也
）」（『
隋
書
』
卷
四
十
五 

文
四
王
傳
）
と
述
べ
、
自
ら
の

五
子
が
す
べ
て
嫡
出
の
「
眞
兄
弟
」
で
あ
る
と
誇
り
、
前
朝
の
よ
う
に
帝
位
の

廃
立
に
よ
り
亡
国
の
道
を
辿
る
こ
と
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
文
帝
は
獨
狐
皇

后
と
結
婚
す
る
時
に
、
皇
后
以
外
の
女
に
子
を
生
ま
せ
ぬ
と
誓
っ
て
い
た
。
さ

ら
に
獨
狐
皇
后
は
、
政
治
に
も
関
与
し
、「
后 
每
に
上
と
與
に
言
ひ
て
政
事
に

及
び
、
往
往
に
し
て
意 

合か
な

ふ
。
宮
中 

稱
し
て
二
聖
と
爲
す
（
后
每
與
上
言
及

政
事
、
往
往
意
合
。
宮
中
稱
爲
二
聖
）」（『
隋
書
』
卷
三
十
六 

后
妃 

文
獻
獨

狐
皇
后
傳
）
と
あ
る
よ
う
に
、
文
帝
と
並
ん
で
「
二
聖
」
と
称
さ
れ
た
。
そ
う

し
た
権
力
を
背
景
に
獨
狐
皇
后
は
、
文
帝
が
好
ん
だ
尉
遲
迥
の
女
孫
を
殺
害
し

て
い
る
。
そ
し
て
、「
后 

諸
王
及
び
朝
士
の
妾
の
孕
ま
す
有
る
者
を
見
れ
ば
、

必
ず
上
に
勸
め
之
を
斥し
り
ぞく
（
后
見
諸
王
及
朝
士
有
妾
孕
者
、
必
勸
上
斥
之
）」

（『
隋
書
』
卷
三
十
六 

后
妃 

文
獻
獨
狐
皇
后
傳
）
と
あ
る
よ
う
に
、
獨
狐
皇
后

は
諸
王
や
朝
士
が
妾
に
子
を
産
ま
せ
る
と
、
文
帝
に
勧
め
て
排
斥
さ
せ
た
と
い

う
。
顏
之
推
は
、
こ
の
よ
う
な
隋
に
お
け
る
嫡
子
尊
重
の
風
潮
を
背
景
と
し
な

が
ら
、
規
範
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
顏
之
推
は
、
女
性
が
国
政
に
介
入
す
る
北
朝
や
隋
の
あ
り
方
を
良

し
と
す
る
訳
で
は
な
い
。

婦
は
中
饋
を
主
つ
か
さ
どり

、
惟
だ
酒
⻝
・
衣
服
の
禮
を
事
と
す
る
の
み
。
①
國
は

政
に
預
ら
し
む
可
か
ら
ず
、
家
は
蠱こ

と

を
幹

つ
か
さ
どら

し
む
可
か
ら
ず
。
如
し
聡
明

に
し
て
才
智
あ
り
、
識 

古
今
に
逹
す
る
も
の
有
ら
ば
、
正ま

當さ

に
君
子
を

輔
佐
し
、
其
の
足
ら
ざ
る
を
助
く
べ
し
。
②
必
ず
牝
鷄 

晨
に
鳴
き
て
、

以
て
禍
を
致
す
こ
と
無
か
れ
）
26
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。

　

顏
之
推
は
、
婦
人
は
①
国
政
に
与
る
べ
き
で
は
な
く
、
家
政
を
掌
る
べ
き
で

も
な
い
、
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
②
「
牝
鶏 

晨
に
鳴
」
く
と
禍
い
が

至
る
た
め
で
あ
る
、
と
典
拠
を
引
く
。
こ
れ
は
、
周
の
武
王
が
殷
の
紂
王
と
の

牧
野
の
戦
い
の
前
に
誓
っ
た
文
言
を
ま
と
め
た
『
尙
書
』
牧
誓
篇
で
あ
る
。

王
曰
く
、「
古
人
に
言
有
り
て
曰
く
、「
①
牝
雞
は
晨
す
る
こ
と
無
し
。
牝

雞 

之も

し
晨
す
れ
ば
、
惟
れ
家 

之
れ
索つ

き
ん
。
今
②
商
王
の
受
、
惟
れ
婦

言
を
是
れ
用
ひ
、
厥
の
祀
る
肆と
こ
ろを

昏
棄
し
て
、
答
へ
ず
。
…
…
」
と
）
27
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。

　

②
「
商
王
の
受
」
と
は
、
殷
の
紂
王
で
あ
る
。『
尙
書
』
牧
誓
篇
は
、
紂
王

が
「
婦
言
」（
妲
己
の
言
葉
）
を
聞
き
、
祭
祀
を
怠
っ
た
こ
と
を
①
「
牝
雞
は

晨
す
る
こ
と
無
し
」
か
ら
始
ま
る
古
人
の
言
を
引
用
し
て
批
判
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
①
を
踏
ま
え
た
顏
之
推
の
言
葉
は
、
隋
の
文
帝
を
紂
王
、
獨
狐
皇
后

を
妲
己
に
準
え
て
批
判
す
る
、『
顏
氏
家
訓
』
の
中
で
は
例
外
と
な
る
反
権
力

的
な
主
張
に
読
む
こ
と
も
で
き
る
。

　

し
か
し
、
守
屋
美
都
雄
に
よ
れ
ば
）
28
（

、『
顏
氏
家
訓
』
は
、
北
齊
の
滅
亡
（
建

德
六
〈
五
七
七
〉）
前
後
の
十
数
年
間
に
書
か
れ
、
少
な
く
と
も
隋
の
開
皇
二

（
五
八
二
）
年
ま
で
執
筆
は
続
け
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
顏
之
推
は
、

文
帝
が
獨
孤
皇
后
以
外
に
后
妃
を
置
か
な
か
っ
た
こ
と
は
知
り
得
た
と
し
て
も
、
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獨
孤
皇
后
が
「
二
聖
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
政
治
に
介
入
す
る
こ
と
は
知
る
ま
い
。

知
っ
て
い
れ
ば
、
使
っ
て
は
な
ら
な
い
典
拠
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
北

朝
以
来
の
女
性
の
政
治
へ
の
関
与
と
文
帝
の
後
宮
の
あ
り
方
を
背
景
に
述
べ
た

顏
之
推
の
言
葉
が
、
そ
の
後
の
歴
史
展
開
と
合
致
し
て
危
険
に
な
っ
た
と
考
え

て
よ
い
。
子
孫
が
こ
れ
を
削
除
し
な
か
っ
た
の
は
、
隋
の
滅
亡
が
早
か
っ
た
こ

と
に
よ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
、
劉
向
の
『
列
女
傳
』
や
張
華
の
「
女
史
箴
」
の
よ
う
に
、
后
妃

の
政
治
関
与
を
批
判
す
る
こ
と
は
、『
顏
氏
家
訓
』
の
本
来
的
な
執
筆
目
的
で

は
な
い
（
注（
3
）所
掲
渡
邉
論
文
）。
そ
れ
で
も
女
性
が
家
や
国
の
政
治
に
関

わ
る
こ
と
に
顔
之
推
は
次
の
よ
う
に
批
判
的
で
あ
る
。

①
江
東
の
婦
女
は
、
略
ぼ
交
遊
無
し
。
其
の
婚
姻
の
家
、
或
い
は
十
數
年
間
、

未
だ
相 

識
ら
ざ
る
者
あ
り
、
惟
だ
信
命
・
贈
遺
を
以
て
、
殷
勤
を
致
す
。

②
鄴
下
の
風
俗
は
、
專
ら
婦
を
以
て
門
戶
を
持
せ
し
む
。
曲
直
を
爭
訟
し
、

造
請 

逢
迎
し
、
車
乘 

街
衢
に
填み

ち
、
綺
羅 

府
寺
に
盈
ち
、
③
子
に
代

は
り
て
官
を
求
め
、
夫
の
爲
に
屈
を
訴
ふ
。
此
れ
乃
ち
恆
・
代
の
遺
風
な

る
か
。
南
間
は
貧
素
な
る
も
、
皆 

外
飾
を
事
と
す
。
車
乘
・
衣
服
は
、

必
ず
整
齊
を
貴
び
、
家
人
・
妻
子
は
、
飢
寒
を
免
れ
ず
。
④
河
北
の
人
事
は
、

多
く
内
政
に
由
る
。
綺
羅
・
金
翠
は
、
廢
闕
す
可
か
ら
ず
、
羸
馬
・
顇
奴

は
、
僅
か
に
充
た
す
の
み
。
倡
和
の
禮
、
或
い
は
之
を
爾じ

汝じ
ょ

す
）
29
（

。

　

顏
之
推
は
、
①
「
江
東
の
婦
女
」
は
交
遊
を
し
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
②
「
鄴

下
の
風
俗
」（
北
朝
の
風
俗
）
で
は
、
婦
人
が
門
戸
を
維
持
し
よ
う
と
し
、
③

子
の
た
め
に
官
職
を
求
め
、
夫
の
た
め
に
訴
訟
を
行
う
。
そ
れ
は
「
恆
・
代
の

遺
風
」、
す
な
わ
ち
北
族
・
夷
狄
の
風
習
で
あ
る
と
い
う
。「
恆
・
代
」
は
、
か

つ
て
鮮
卑
族
の
拓
拔
氏
が
居
住
し
て
い
た
平
城
縣
の
周
辺
を
指
す
。
こ
う
し
た

女
性
の
交
遊
の
結
果
、
④
「
河
北
の
人
事
」
は
「
内
政
」
か
ら
出
る
、
と
厳
し

く
批
判
す
る
。
こ
れ
は
、
隋
の
獨
狐
皇
后
へ
の
批
判
で
は
な
く
、
次
の
記
述
に

あ
る
よ
う
に
、
北
齊
の
陸
令
萱
へ
の
批
判
で
あ
る
。

①
齊
の
季
世
、
財
貨
を
以
て
外
家
に
託
附
し
、
②
女
謁
を
諠
動
す
る
も
の

多
し
。
守
宰
を
拜
す
る
者
、
印
組 

光
華
に
し
て
、
車
騎 

輝
赫
し
、

榮 

九
族
を
兼
ね
、
貴
を
一
時
に
取
る
。
而
し
て
執
政
の
患
ふ
る
所
と
爲
り
、

隨
ひ
て
伺
察
す
る
も
、
既
に
利
を
以
て
得
た
れ
ば
、
必
ず
利
を
以
て
殆
あ
や
ふ

し
）
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。

　

①
北
齊
の
末
期
、
具
体
的
に
は
後
主
が
親
政
を
開
始
し
た
天
統
四
（
五
六
八
）

年
以
後
、
後
主
の
乳
母
で
あ
る
陸
令
萱
と
そ
の
子
の
穆
提
婆
は
和
士
開
・
祖
珽

ら
と
共
に
権
力
を
握
り
専
権
を
振
る
っ
た
。
二
人
は
、
敵
対
す
る
趙
郡
王
を
殺

し
、
武
平
元
（
五
七
一
）
年
に
は
琅
邪
王
を
殺
し
た
。
そ
の
過
程
で
協
力
関
係

に
あ
っ
た
和
士
開
を
殺
し
、
皇
后
冊
立
問
題
で
は
祖
珽
を
も
追
い
落
と
し
て
穆

皇
后
を
立
て
た
。

　

陸
令
萱
・
穆
提
婆
母
子
の
権
勢
は
、「
武
平
よ
り
の
後
、
令
萱
母
子
の
勢
、

内
外
を
傾
く
（
自
武
平
之
後
、
令
萱
母
子
勢
、
傾
内
外
矣
）」（『
北
齊
書
』
卷

五
十 

恩
倖 

穆
提
婆
傳
）
と
称
さ
れ
た
）
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。
陸
令
萱
の
権
勢
は
、
後
主
の
乳
母
で

あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
皇
太
后
胡
氏
の
寵
愛
を
受
け
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の

た
め
②
「
女
謁
」
が
政
治
を
動
か
し
た
、
と
顏
之
推
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

　

女
性
の
地
位
の
高
さ
と
政
治
へ
の
関
与
を
北
族
の
特
徴
と
捉
え
る
顏
之
推
の

認
識
は
、家
學
で
あ
っ
た
『
周
禮
』
と
関
わ
る
。『
周
禮
』
夏
官 

職
方
氏
に
、「
東
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北
は
幽
州
と
曰
ふ
。
…
…
其
の
民
は
一
男
三
女
（
東
北
曰
幽
州
。
…
…
其
民
一

男
三
女
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
中
国
の
東
北
に
あ
た
る
幽
州
は
、
そ
の
民
の
男

女
比
率
が
一
対
三
で
あ
る
と
『
周
禮
』
に
記
さ
れ
る
。『
周
禮
』
に
お
け
る
男

女
比
は
、
中
国
の
中
心
か
ら
離
れ
る
ほ
ど
女
性
率
が
高
ま
り
、
幽
州
の
男
女
比

率
が
一
対
三
と
最
も
高
い
。
中
国
に
属
さ
な
い
北
族
に
女
性
が
多
く
、
そ
の
結

果
と
し
て
『
尙
書
』
に
批
判
さ
れ
る
よ
う
な
政
治
へ
の
関
与
を
行
う
こ
と
は
、

家
學
の
『
周
禮
』
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

顏
之
推
は
、
こ
の
よ
う
に
北
族
の
風
潮
を
理
解
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に
積
極

的
に
迎
合
し
て
、
権
力
に
接
近
す
る
こ
と
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。

齊
朝
に
一
士
大
夫
有
り
。
嘗
て
吾
に
謂
ひ
て
曰
く
、「
我
に
一
兒
有
り
。

年 

已
に
十
七
に
し
て
、
頗
る
書
疏
に
曉
ら
か
な
り
。
①
其
の
鮮
卑
語
及

び
琵
琶
を
彈
く
を
敎
ふ
る
に
、
稍
く
通
解
せ
ん
と
欲
す
。
此
を
以
て
公
卿

に
伏
事
せ
ば
、
寵
愛
せ
ら
れ
ざ
る
こ
と
無
し
。
亦
た
要
事
な
り
」
と
。

吾 

時
に
俛
し
て
答
へ
ず
。
異
な
る
か
な
、
此
の
人
の
子
を
敎
ふ
る
や
。

②
若
し
此
の
業
に
由
り
て
自
ら
卿
相
に
致
れ
ど
も
、
亦
た
汝
が
曹
の
之
を

爲
す
こ
と
を
願
は
ず
）
32
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。

　

顏
之
推
は
、
①
北
齊
の
漢
人
貴
族
が
、
公
卿
に
寵
愛
さ
れ
る
た
め
に
子
に
鮮

卑
語
と
琵
琶
を
教
え
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
、
と
語
る
と
、
そ
の
場
で
は
答
え

な
か
っ
た
。『
北
齊
書
』
卷
二
十
一 

高
乾
傳
附
高
昂
傳
に
、「
高
祖 

三
軍
に
申

令
す
る
每
に
、
常
に
鮮
卑
語
た
り
。（
高
）
昂 

若
し
列
に
在
れ
ば
、
則
ち
華
言

を
爲
す
（
高
祖
每
申
令
三
軍
、
常
鮮
卑
語
。〈
高
〉
昂
若
在
列
、
則
爲
華
言
）」

と
あ
る
よ
う
に
、「
勃
海
の
高
氏
」
出
身
で
軍
功
を
持
つ
高
昂
が
列
に
い
る
と

使
わ
な
か
っ
た
が
、
北
齊
の
高
祖
（
高
歡
）
は
、
軍
中
で
は
常
に
鮮
卑
語
を
用

い
て
い
た
と
い
う
。
北
齊
の
幼
主
高
恆
が
自
ら
琵
琶
を
弾
い
た
ほ
ど
（『
北
齊

書
』
卷
八 

幼
主
紀
）、
北
朝
で
尊
重
さ
れ
た
琵
琶
と
鮮
卑
語
を
身
に
つ
け
る
こ

と
は
、
北
齊
の
帝
室
や
勳
貴
に
食
い
込
む
た
め
に
は
、
重
要
な
手
段
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
顏
之
推
は
、
そ
の
教
育
は
誤
っ
て
い
る
と
し
、
②
こ
う
し
た
手
段

で
の
子
弟
の
出
世
を
願
わ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
帝
室
や
北
族
に
取
り
入
る
た

め
の
文
化
で
は
な
く
、
貴
族
の
存
立
基
盤
と
な
る
「
學
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と

が
重
要
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
「
學
」
を
存
立
基

盤
と
す
る
顏
之
推
の
貴
族
像
は
、
南
朝
・
北
朝
の
い
ず
れ
か
を
起
源
と
す
る
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
理
想
の
貴
族
像
と
南
北
朝

　

顔
之
推
は
二
で
見
た
よ
う
に
、
女
性
の
政
治
関
与
や
鮮
卑
語
と
い
っ
た
夷
狄

の
習
俗
を
持
つ
北
朝
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
が
、
南
朝
の
貴
族
に
対
し
て

も
、
辛
辣
な
批
判
を
加
え
て
い
る
。

①
梁
朝
全
盛
の
時
、
貴
遊
の
子
弟
、
多
く
學
術
無
し
。
諺
に
「
車
に
上
り

落
ち
ざ
れ
ば
則
ち
著
作
、
體
中
何
如
と
い
へ
ば
則
ち
祕
書
」
と
云
ふ
に
至

る
。
…
…
②
明
經
の
求
第
も
、
則
ち
人
を
顧や

と

ひ
て
策
に
答
へ
、
三
九
の
公

讌
も
、
則
ち
手
を
假
り
て
詩
を
賦
す
。
…
…
學
藝
有
る
者
は
、
地
に
觸
れ

る
と
も
安
し
。
荒
亂
よ
り
已
來
、
諸
掩
の
俘
虜
せ
ら
る
る
も
の
、
百
世
の

小
人
と
雖
も
、
論
語
・
孝
經
を
知
學
す
る
者
は
、
尙
ば
れ
て
人
の
師
と
爲
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り
、
千
載
の
冠
冕
と
雖
も
、
書
記
を
曉し

ら
ざ
る
者
は
、
田
を
耕
し
馬
を
養

は
ざ
る
は
莫
し
。
此
を
以
て
之
を
觀
れ
ば
、
安
ん
ぞ
自
ら
勉
め
ざ
る
可
け

ん
や
。
③
若
し
能
く
常
に
數
百
卷
の
書
を
保
た
ば
、
千
載
も
終
に
小
人
と

爲
ら
ざ
る
な
り
）
33
（

。

　

顏
之
推
は
、①
梁
朝
全
盛
の
武
帝
の
と
き
に
、す
で
に
貴
族
の
多
く
に
は
「
學

術
」
が
無
く
、
車
に
乗
れ
た
ら
著
作
左
郞
、
機
嫌
が
聞
け
た
ら
祕
書
郞
中
と
言

わ
れ
た
と
す
る
。
著
作
左
郞
と
祕
書
郞
中
は
、
梁
に
お
い
て
最
も
尊
重
さ
れ
た

名
門
貴
族
の
起
家
官
で
あ
っ
た
）
34
（

。
ま
た
、
②
鄕
擧
里
選
の
明
經
は
、
人
を
雇
っ

て
策
問
に
応
え
、
三
公
九
卿
の
宴
で
は
、
人
の
手
を
借
り
て
詩
を
作
る
ほ
ど
で

あ
っ
た
と
も
い
う
。
南
朝
文
化
の
極
盛
で
あ
る
梁
の
武
帝
期
に
、
貴
族
た
ち
は

「
學
」
を
失
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
招
い
た
侯
景
の

乱
に
よ
り
貴
族
制
が
崩
壊
の
危
機
を
迎
え
て
も
、
貴
族
が
貴
族
で
あ
る
た
め
の

根
底
は
、
③
「
常
に
數
百
卷
の
書
」
籍
を
保
有
し
、
そ
れ
を
読
め
る
よ
う
に
な

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
學
」
を
存
立
基
盤
と
す
る
顏
之
推
の
貴
族
の
理
想

像
で
あ
る
。
南
朝
の
全
盛
期
で
あ
っ
た
梁
の
貴
族
を
源
流
と
し
な
い
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。

　

ま
た
、
顏
之
推
は
、
重
要
な
「
學
」
の
一
つ
で
あ
る
礼
が
、
南
北
ご
と
に
異

な
る
事
例
を
多
く
掲
げ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
南
朝
・
北
朝
と
い
う
地
域
性

を
是
非
の
基
準
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
禮
に
典
拠
が
あ
る
か
否
か

を
重
視
す
る
場
合
が
多
い
。

南
人
は
冬
至
・
歳
首
に
は
、
喪
家
に
詣
ら
ず
。
若
し
書
を
修
め
ざ
れ
ば
、

則
ち
節
を
過
ぎ
て
束
帶
し
て
以
て
慰
を
申の

ぶ
。
①
北
人
は
至
歳
の
日
に
は
、

重
ね
て
弔
禮
を
行
ふ
。
禮
に
明
文
無
け
れ
ば
、
則
ち
吾
は
取
ら
ず
。
南
人

は
賓 

至
る
も
迎
へ
ず
、
相 

見
る
に
手
を
捧さ
さ

ぐ
る
も
揖
せ
ず
、
客
を
送
る

に
席
を
下
る
の
み
。
②
北
人
は
迎
送
竝
び
に
門
に
至
り
、
相 

見
れ
ば
則

ち
揖
す
。
皆 

古
の
道
な
り
。
吾 

其
の
迎
揖
を
善
し
と
す
）
35
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。

　

顏
之
推
は
、
南
人
と
比
較
し
な
が
ら
北
人
の
二
つ
の
禮
の
是
非
を
述
べ
る
。

①
冬
至
・
元
日
に
、
重
ね
て
弔
禮
を
行
う
こ
と
は
、「
禮
に
明
文
無
」
い
の
で
、

行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
②
送
迎
の
際
に
門
ま
で
出
向
き
、
顔

を
合
わ
せ
れ
ば
お
辞
儀
す
る
こ
と
は
、「
古
の
道
」
で
あ
る
た
め
、
行
う
べ
き

で
あ
る
。
顏
之
推
は
、
北
人
の
禮
を
対
照
的
に
示
す
南
人
の
禮
を
基
準
と
し
て

判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
經
書
に
記
さ
れ
た
「
古
の
道
」
に
よ
り
判
断
し
て
い

る
。
も
う
一
例
掲
げ
よ
う
。

昔い
に

者し
へ

、
王
侯
は
自
ら
①
孤
・
寡
・
不
穀
と
稱
す
。
茲こ

れ
よ
り
以
降
、
孔
子

は
聖
師
な
り
と
雖
も
、
門
人
と
言
ふ
に
も
皆 

名
を
稱
す
る
な
り
。
後
に

臣
・
僕
の
稱
有
り
と
雖
も
、
行
ふ
者
は
蓋
し
亦
た
寡す
く

な
し
。
②
江
南
の
輕
重
、

各
掩
謂
號
有
り
、
諸
掩
の
書
儀
に
具
は
る
。
③
北
人 

名
を
稱
す
る
者
多

き
は
、
乃
ち
古
の
遺
風
に
し
て
、
吾 

其
の
名
を
稱
す
る
を
善
し
と
す
）
36
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。

　

顏
之
推
は
こ
こ
で
は
自
称
の
禮
を
取
り
上
げ
る
。
古
い
に
し
えは
①
「
孤
・
寡
・
不
穀
」

な
ど
の
一
人
称
を
持
つ
王
侯
以
外
は
、
孔
子
で
あ
っ
て
も
名
を
自
称
し
た
が
、

「
臣
・
僕
」
と
い
っ
た
一
人
称
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
②
江
南
で
は
、

身
分
の
低
い
者
と
高
い
者
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
一
人
称
が
用
い
ら
れ
、

そ
の
使
い
分
け
は
諸
々
の
作
法
の
書
に
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

顏
之
推
は
こ
れ
を
評
価
し
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
③
北
人
は
名
を
自
称
す
る
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が
、
こ
れ
は
「
古
の
遺
風
」
で
あ
り
、
顏
之
推
は
名
を
自
称
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
。
こ
こ
で
も
、
顏
之
推
は
、
南
朝
・
北
朝
の
別
で
は
な
く
、「
古
の
遺
風
」

で
あ
る
か
否
か
を
判
断
の
基
準
に
置
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
顏
之
推
の
理
想
と
す
る
貴
族
像
は
、
南
朝
の
貴
族
で
も
北
朝

の
貴
族
で
も
な
く
、
儒
敎
に
基
づ
く
理
念
的
な
貴
族
像
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

貴
族
の
存
立
基
盤
は
「
學
」
と
な
る
。

言 

先
人
に
及
べ
ば
、
理 
當
に
感
慕
す
べ
し
。
①
古
者
の
易
し
と
す
る
所
は
、

今
人
の
難
し
と
す
る
所
な
り
。
②
江
南
の
人
は
事 

已
む
を
獲
ず
、
須
ら

く
閥
閲
を
言
ふ
べ
け
れ
ば
、
必
ず
文
翰
を
以
て
し
、
面
の
あ
た
り
に
論
ず

る
者
有
る
こ
と
罕
な
り
。
③
北
人
は
何

い
く
ば
くも

無
く
し
て
便
ち
爾し

か

く
話
説
し
、

及
び
相 

訪
問
す
。
此
の
如
き
の
事
は
、
人
に
加
ふ
可
か
ら
ざ
る
な
り
）
37
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。

　

先
代
に
言
及
す
る
際
、
②
江
南
で
は
や
む
を
得
ぬ
事
情
に
よ
り
、
先
代
の
官

籍
・
家
筋
を
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
、
必
ず
文
書
に
し
、
面
と
向
か
っ
て
話

す
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
③
北
方
の
人
は
不
幸
が
あ
っ
て

か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
す
ぐ
に
話
し
、
さ
ら
に
相
手
も
そ
れ
を
尋
ね
た
り
す
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
他
人
に
対
し
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
こ
こ

で
は
、
前
掲
し
た
事
例
と
は
逆
に
江
南
が
良
し
と
さ
れ
て
い
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
顏
之
推
が
、
①
「
古
者
」
に
と
っ
て
容
易
な
も
の

で
も
、「
今
人
」
に
と
っ
て
は
難
し
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た

め
に
「
學
」
ぶ
こ
と
が
必
須
と
な
る
。
生
ま
れ
る
前
か
ら
「
學
」
び
始
め
な
け

れ
ば
、「
今
人
」
に
と
っ
て
難
し
い
「
古
者
」
の
「
學
」
を
身
に
修
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
れ
が
齊
家
の
基
と
な
り
、
治
國
・
平
天
下
へ
繋
が
る
の
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
顏
之
推
は
、
理
想
の
貴
族
像
を
南
朝
や
北
朝
に
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
「
古
」
の
中
に
求
め
た
。
た
だ
、
そ
れ
で
は
南
北
の
ど
ち
ら
に
、「
古
」

が
よ
り
多
く
継
承
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
親 

既
に
沒
し
、
居
る
所
の
齋
寢
は
、
子
と
婦
と
は
入
る
に
忍
び
ず
。

北
朝
の
頓
丘
の
李
構
は
、
母
の
劉
氏
夫
人
の
亡
く
な
り
し
後
、
住
む
所
の

堂
、
終
身
鏁
閉
し
、
開
入
す
る
に
忍
び
ざ
る
な
り
。
夫
人
は
、
宋
の
廣
州

刺
史
纂
の
孫
女
な
れ
ば
、
故
に
構 

猶
ほ
江
南
の
風
敎
に
染
む
）
38
（

。

　

李
構
は
、
母
の
劉
氏
が
亡
く
な
っ
た
後
、
住
ん
で
い
た
堂
を
生
涯
閉
鎖
し
た

ま
ま
に
し
た
。
そ
れ
を
顏
之
推
は
評
価
す
る
が
、
李
構
の
行
動
の
理
由
を
そ
の

夫
人
が
劉
宋
の
廣
州
刺
史
劉
纂
の
孫
娘
で
あ
っ
た
た
め
、「
江
南
の
風
敎
に
染
」

ま
っ
て
い
た
こ
と
に
求
め
る
。
こ
の
文
章
は
、
こ
の
あ
と
も
続
く
が
、
最
後
ま

で
理
想
と
し
て
の
「
古
」
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で

は
顏
之
推
は
、
江
南
こ
そ
理
想
と
す
る
「
古
」
の
文
化
を
よ
り
残
す
と
考
え
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、『
顏
氏
家
訓
』
に
お
い
て
、
そ
れ
が
明
言
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、『
顏
氏
家
訓
』
を
離
れ
る
と
、
顏
之
推
の
江
南
指
向
を
明

確
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

開
皇
二
年
、
齊
の
黃
門
侍
郞
た
る
顏
之
推 

上
言
し
て
、「
禮
は
崩
れ
樂
は

壞
れ
る
こ
と
、
其
れ
久
し
き
よ
り
來
た
る
。
今 

太
常
の
雅
樂
、
竝
び
に

胡
聲
を
用
ふ
。
請
ふ
ら
く
は
梁
國
の
舊
事
に
馮
り
て
、
古
典
に
尋
き
て
考

へ
ん
」
と
。
高
祖 

從
は
ず
。
曰
く
、「
梁
樂
は
亡
國
の
音
な
り
。
奈
何
ぞ



『
顏
氏
家
訓
』
に
お
け
る
「
家
」
と
貴
族
像
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我
を
し
て
用
ひ
し
め
ん
や
」
と
）
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（

。

　

隋
の
開
皇
二
（
五
八
二
）
年
、
雅
樂
が
胡
聲
と
な
る
な
ど
禮
樂
が
久
し
く
崩

壊
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
顏
之
推
は
「
梁
國
の
舊
事
」
が
「
古
典
」
に
依

拠
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
樂
を
変
更
す
べ
し
と
の
上
奏
を
し
た
。

こ
れ
は
、
高
祖
楊
堅
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
た
が
、
顏
之
推
が
梁
の
文
化
に
こ
そ

「
古
典
」
が
多
く
残
存
し
て
い
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
）
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。

　

顏
之
推
は
、
上
奏
文
の
中
で
は
、
梁
の
「
古
典
」
に
戻
す
べ
き
と
し
な
が
ら

も
、
そ
の
本
心
を
『
顏
氏
家
訓
』
の
中
に
明
示
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。『
顏

氏
家
訓
』
の
中
で
は
、
南
北
双
方
の
善
悪
を
指
摘
し
、
南
北
に
と
ら
わ
れ
な
い
、

「
學
」
に
基
づ
く
貴
族
の
あ
り
方
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
、
隋
に
よ
る
南
北
統
一

の
も
と
で
、
顏
氏
が
貴
族
と
し
て
永
続
す
る
た
め
に
は
、
土
地
の
経
営
で
は
な

く
、
勲
貴
や
武
將
と
し
て
で
も
な
く
、「
文
」
を
存
立
基
盤
に
閉
鎖
的
な
婚
姻

圏
を
守
り
、
足
る
こ
と
を
知
る
貴
族
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
長
く

家
系
を
続
け
る
秘
訣
で
あ
る
こ
と
を
子
孫
に
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。

四
、「
家
」
格
と
閉
鎖
的
婚
姻
圏

　

顏
之
推
は
、
自
ら
の
家
系
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

顏
氏
の
先
は
、
鄒
・
魯
を
本
と
し
、
或
い
は
分
れ
て
齊
に
入
り
、
①
世
掩
儒

雅
を
以
て
業
と
爲
せ
し
こ
と
、
徧
く
書
記
に
在
り
。
仲
尼
の
門
徒
、
堂
に

升
る
者 

七
十
有
二
、
顏
氏 

居
る
も
の
八
人
な
り
。
秦
・
漢
・
魏
・
晉
よ

り
、
下
は
齊
・
梁
に
逮お
よ

ぶ
ま
で
、
②
未
だ
兵
を
用
ひ
て
以
て
逹
を
取
る
者

有
ら
ず
。
春
秋
の
世
、
顏
高
・
顏
鳴
・
顏
息
・
顏
羽
の
徒
、
皆 

一
鬪
夫

な
る
の
み
。
齊
に
顏
涿
聚
有
り
、
趙
に
顏
㝡
有
り
、
漢
末
に
顏
良
有
り
、

晉
に
顏
延
有
り
、
竝
び
に
將
軍
の
任
に
處
る
も
、
竟
に
以
て
顛
覆
す
。

…
…
頃
世 

亂
離
す
る
や
、
衣
冠
の
士
、
身
手
無
き
と
雖
も
、
或
い
は
徒

衆
を
聚
め
、
素
業
を
違
棄
し
、
戰
功
を
徼
倖
す
。
吾 

既
に
羸
せ
薄
く
、

仰
ぎ
て
前
代
を
惟
ひ
、
故
に
心
を
此
に
寘
く
。
③
子
孫 

之
を
誌
せ
。
孔

子
の
力 

門
關
を
翹
ぐ
る
も
、
力
を
以
て
聞
こ
え
ず
、
此
れ
聖
の
證
な
り
）
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顏
之
推
は
、
顏
氏
が
「
世
掩
儒
雅
を
以
て
業
」
と
し
て
き
た
と
し
、
そ
の
起

源
を
孔
子
の
七
十
二
弟
子
の
う
ち
、八
人
が
顏
氏
で
あ
る
こ
と
に
求
め
る
。『
史

記
』
卷
六
十
七 

仲
尼
弟
子
列
傳
に
よ
れ
ば
、
顏
回
・
顏
無
繇
・
顏
幸
・
顏
高
・

顏
祖
・
顏
之
僕
・
顏
噲
・
顏
何
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
顏
回
こ
そ
顏
之
推
の

誇
り
の
淵
源
と
な
る
始
祖
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
春
秋
以
降
、
史
乗
に
記
録
さ

れ
る
顏
氏
は
、
關
羽
に
斬
ら
れ
た
袁
紹
の
武
將
顏
良
を
代
表
と
す
る
よ
う
に
、

ほ
ぼ
す
べ
て
が
武
人
で
あ
る
。
顏
之
推
は
、
か
れ
ら
の
生
き
方
を
②
「
兵
を
用

ひ
て
以
て
逹
を
取
る
者
有
ら
ず
」
と
否
定
し
、
並
外
れ
た
膂
力
を
持
つ
孔
子
が

③
「
力
を
以
て
聞
こ
え
」
な
か
っ
た
こ
と
を
「
聖
の
證
」
と
す
る
。

　

南
朝
の
顏
氏
は
、
建
康
の
長
干
の
顏
家
巷
に
居
住
し
、
北
郊
の
白
下
を
墳
墓

の
地
と
し
て
い
た
）
42
（

。
南
遷
し
た
顏
氏
の
基
礎
を
築
い
た
者
は
、
之
推
の
九
世
祖

に
あ
た
る
東
晉
の
顏
含
で
あ
る
。
武
將
で
は
な
い
顏
氏
も
事
実
上
は
、
東
晉
の

侍
中
・
右
光
祿
大
夫
と
な
り
、
西
平
侯
に
封
建
さ
れ
た
顏
含
よ
り
始
ま
る
。
琅

邪
郡
臨
沂
縣
の
出
身
で
あ
る
顏
含
は
、
琅
邪
王
で
あ
っ
た
司
馬
睿
に
仕
え
て
い

た
。
八
王
の
乱
を
機
に
司
馬
睿
が
江
南
に
移
る
と
、
顏
含
も
こ
れ
に
従
っ
た
の



1271（40）

で
あ
る
（『
晉
書
』
卷
八
十
八 

孝
友 

顏
含
傳
）。

　

た
だ
し
、『
世
説
新
語
』
尤
悔
篇
に
よ
れ
ば
、
顏
含
の
こ
ろ
、
琅
邪
の
王
渾

が
顏
氏
の
娘
を
後
妻
に
し
た
が
、
家
格
が
合
わ
な
い
の
で
禮
を
行
わ
ず
、「
顏

妾
」
と
呼
ん
だ
。
顏
氏
は
こ
れ
を
恥
じ
た
が
、
王
氏
の
門
が
貴
か
っ
た
の
で
、

離
婚
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
伝
わ
る
。
顏
氏
は
、
琅
邪
の
王
氏
と
い
う
一
流

の
貴
族
か
ら
見
れ
ば
、「
妾
」
扱
い
を
す
べ
き
家
柄
と
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
た
め
か
、
顏
含
が
次
の
よ
う
な
「
戒
」
を
遺
し
た
、
と
顏
之
推
は
伝
え

る
。

①
禮
に
云
へ
ら
く
、「
欲
は
縱
に
す
可
か
ら
ず
、
志
は
滿
た
す
可
か
ら
ず
」

と
。
宇
宙
は
其
の
極き
わ
みに

臻い
た

る
可
き
も
、
情
性
は
其
の
窮き
わ
みを

知
ら
ず
。
唯
だ

欲
を
少
く
し
足
る
を
知
り
、
爲
に
涯
限
を
立
つ
る
に
在
る
の
み
。
②
先
祖
の

靖
侯 

子
姪
を
戒
め
て
曰
く
、「
汝
の
家
は
書
生
の
門
戶
に
し
て
、
世
掩
富

貴
無
し
。
今
よ
り
宦
に
仕
ふ
る
も
、
二
千
石
を
過
ぐ
可
か
ら
ず
。
婚
姻
は

勢
家
を
貪
る
勿
れ
」
と
。
吾 

終
身 

服
膺
し
、
以
て
名
言
と
爲
す
な
り
）
43
（

。

　

顏
之
推
に
よ
れ
ば
、
靖
侯
（
顏
含
）
は
、
②
顏
家
は
「
書
生
の
門
戶
」
で
あ

り
、
代
々
富
貴
と
は
縁
が
な
い
。
官
に
仕
え
て
も
「
二
千
石
を
過
」
ぎ
て
は
な

ら
ず
、
婚
姻
相
手
は
「
勢
家
を
貪
」
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。「
書

生
」
は
、「
諸
生
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
り
、「
學
」
を
伝
え
る
家
の
こ
と
を
指
す
。

顏
含
が
仕
え
た
晉
の
帝
室
も
、
そ
の
出
自
は
「
諸
生
」
の
家
で
あ
っ
た
。
西
晉

の
建
国
者
で
あ
る
司
馬
炎
は
、「
吾
は
本 

諸
生
の
家
、
禮
を
傳
へ
來
た
る
こ
と

久
し
（
吾
本
諸
生
家
、
傳
禮
來
久
）」（『
晉
書
』
卷
二
十 

禮
志
中
）
と
述
べ
、

河
内
の
司
馬
氏
を
「
諸
生
の
家
」
と
呼
称
し
て
い
る
）
44
（

。
司
馬
氏
は
後
漢
中
期
の

司
馬
鈞
（
左
馮
翊
）、
そ
の
子
の
司
馬
量
（
豫
章
太
守
）、
そ
の
子
の
司
馬
儁
（
潁

川
太
守
）、
そ
の
子
で
あ
り
司
馬
懿
の
父
で
あ
る
司
馬
防
（
京
兆
尹
）
と
、
代
々

郡
國
の
行
政
長
官
を
輩
出
し
て
き
た
「
世
々
二
千
石
」
の
家
で
あ
る
（『
晉
書
』

卷
一 

宣
帝
紀
）。「
二
千
石
」
は
漢
代
で
言
え
ば
、
郡
太
守
の
別
名
で
あ
り
、

そ
の
上
の
「
中
二
千
石
」
は
九
卿
の
官
秩
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
顏
含
は
、

司
馬
氏
と
同
じ
よ
う
に
、
顏
家
は
「
學
」
で
生
き
て
い
た
家
で
あ
る
た
め
、
卿

以
上
の
官
職
に
は
就
い
て
は
な
ら
ず
、
婚
姻
関
係
も
自
ず
か
ら
限
定
さ
れ
る
、

と
子
孫
を
戒
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

顏
含
が
仕
え
た
西
晉
の
帝
室
で
言
え
ば
、「
世
々
二
千
石
」
の
「
諸
生
」
の

家
で
あ
っ
た
司
馬
懿
の
と
き
に
は
、
司
馬
氏
は
河
内
郡
を
範
囲
に
婚
姻
関
係
を

結
ぶ
豪
族
の
家
で
あ
っ
た
。
や
が
て
司
馬
懿
の
出
世
に
つ
れ
て
、
曹
室
と
の
関

わ
り
を
求
め
、
次
い
で
「
文
學
」
へ
の
対
抗
を
考
慮
し
て
、
最
終
的
に
は
「
諸

生
の
家
」
で
あ
る
司
馬
氏
と
同
質
の
儒
敎
を
存
立
基
盤
の
根
底
に
置
く
「
名
士
」

と
の
結
束
を
重
視
し
て
い
く
。
具
体
的
に
は
、
司
馬
昭
の
義
父
と
な
る
王
肅
、

お
よ
び
司
馬
懿
の
娘
婿
に
な
る
杜
預
と
い
う
二
人
の
有
力
な
經
學
者
と
婚
姻
関

係
を
結
び
、『
孔
子
家
語
』、『
春
秋
左
氏
經
傳
集
解
』
に
よ
り
、
司
馬
氏
の
権

力
を
正
統
化
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、「
儒
敎
國
家
」
の
再
編
を
目
指
す
司
馬
氏
の

婚
姻
関
係
を
特
徴
づ
け
る
。
武
帝
司
馬
炎
に
な
る
と
、
皇
帝
・
皇
后
を
頂
点
と

す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
対
偶
と
し
て
構
築
す
る
た
め
、
後
宮
の
「
三
夫
人
・
九

賓
」
の
序
列
と
合
わ
せ
て
、
そ
の
父
兄
を
「
三
公
・
九
卿
」
に
抜
擢
し
て
い
く
。

武
帝
は
、
婚
姻
政
策
に
よ
り
、
当
時
の
社
会
的
な
秩
序
を
身
分
的
な
内
婚
制
と

し
て
編
成
し
直
し
、
国
家
的
な
身
分
制
度
で
あ
る
貴
族
制
を
形
成
し
よ
う
と
し
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た
の
で
あ
る
）
45
（

。

　

こ
う
し
て
西
晉
以
降
、
貴
族
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
閉
鎖
的
内
婚
制
が
普
及

し
て
い
く
。
こ
う
し
て
広
が
っ
た
閉
鎖
的
内
婚
制
の
成
立
を
承
け
て
、
顏
之
推

は
、
同
程
度
の
家
格
を
持
つ
貴
族
と
の
婚
姻
を
良
し
と
す
る
顏
含
の
「
戒
」
を

肯
定
し
た
。
家
學
で
あ
る
『
禮
記
』
の
曲
禮
上
に
、「
敖お
ご
りは

長
ず
可
か
ら
ず
、

欲
は
從
ほ
し
い
ま
まに

す
可
か
ら
ず
、
志
は
滿
た
し
む
可
か
ら
ず
、
樂
は
極
む
可
か
ら
ず

（
敖
不
可
長
、
欲
不
可
從
、
志
不
可
滿
、
樂
不
可
極
）」
と
あ
る
こ
と
を
典
拠
と

し
て
、
顔
含
の
止
足
思
想
を
肯
定
す
る
。
そ
し
て
、「
勢
家
を
貪
」
っ
て
は
な

ら
な
い
婚
姻
関
係
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

①
婚
姻
の
素
對
は
、
靖
侯 

規
を
成
す
。
近
世
の
嫁
娶
、
遂
に
女
を
賣う

り

財
を
納い

れ
、
婦
を
買
ひ
絹
を
輸
す
る
も
の
有
り
。
父
祖
を
比
量
し
、
錙
銖

を
計
較
し
、
多
き
を
責も
と

め
少
き
を
還
す
こ
と
、
市
井
に
異
な
る
無
し
。
或

い
は
猥
壻 

門
に
在
り
、
或
い
は
傲
婦 

室
を
擅
に
す
。
②
榮
を
貪
ぼ
り
利

を
求
め
、
反
り
て
羞
恥
を
招
く
。
慎
ま
ざ
る
可
け
ん
や
）
46
（

。

　

①
「
素
對
」
は
、
家
格
に
基
づ
く
婚
姻
関
係
の
本
来
的
な
あ
り
方
の
こ
と
で

あ
る
。
兩
晉
南
北
朝
の
貴
族
が
、
家
格
ご
と
に
閉
鎖
的
婚
姻
圏
を
有
し
て
い
た

こ
と
は
、『
世
説
新
語
』
に
も
現
れ
て
い
る
）
47
（

。「
靖
侯
」（
顏
含
）
の
「
規
」
と
は
、

す
で
に
掲
げ
た
「
戒
」
で
あ
り
、
婚
姻
の
際
に
は
、
②
「
勢
家
を
貪
」
っ
て
は

な
ら
な
い
と
し
て
い
た
。
顏
之
推
は
、
具
体
的
な
事
例
を
掲
げ
た
う
え
で
、
栄

誉
を
貪
ぼ
り
利
益
を
求
め
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
羞
恥
を
招
く
と
す
る
の
で
あ

る
。

　

魏
晉
期
に
形
成
さ
れ
た
国
家
や
君
主
か
ら
の
自
律
的
秩
序
を
持
つ
こ
と
を
最

大
の
特
徴
と
す
る
貴
族
は
、
儒
・
道
・
佛
の
三
敎
と
儒
・
玄
・
文
・
史
の
四
學

を
兼
修
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
顏
之
推
は
、
時
と
し
て

国
家
や
君
主
に
対
峙
的
・
反
体
制
的
に
な
る
道
敎
と
玄
學
を
排
斥
し
た
。
そ
し

て
、
た
と
え
佛
敎
信
者
で
あ
っ
て
も
、
国
家
に
仕
え
る
た
め
の
儒
敎
を
中
心
と

す
る
学
問
を
何
よ
り
も
尊
重
し
な
が
ら
、
史
學
と
文
學
を
兼
修
す
る
。
こ
れ
が

顏
之
推
の
「
學
」
で
あ
っ
た
（
注（
3
）所
掲
渡
邉
論
文
）。

　

唐
代
の
貴
族
が
、
自
律
的
秩
序
と
し
て
な
お
維
持
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
、

閉
鎖
的
婚
姻
圏
で
あ
っ
た
。
唐
代
の
貴
族
制
の
特
徴
で
あ
る
身
分
的
内
婚
制
と

士
庶
区
別
は
、
こ
れ
に
基
づ
く
）
48
（

。
顔
之
推
は
、
そ
の
重
要
性
に
鑑
み
て
、
顔
家

の
実
質
的
な
祖
で
あ
る
顔
含
の
「
戒
」
を
掲
げ
て
、
子
孫
に
そ
れ
を
守
ら
せ
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
靖
侯
」
の
「
戒
」
に
述
べ
ら
れ
た
、
官
に
仕
え
て
も
「
二
千
石
を
過
」
ぎ

て
は
な
ら
ぬ
こ
と
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
処
世
を
求
め
る
。

仕
宦
し
て
泰
ら
か
な
る
に
稱か
な

ふ
は
、
①
處
る
こ
と
中
品
に
在
る
に
過
ぎ
ず
。

前
に
五
十
人
を
望
み
、
後
に
五
十
人
を
顧
れ
ば
、
以
て
恥
辱
を
免
れ
、
危

き
に
傾
く
無
き
に
足
る
な
り
。
②
此
れ
よ
り
高
き
者
は
、
便た

だ

ち
に
當
に
罷

謝
し
、
私
庭
に
偃
仰
す
べ
し
）
49
（

。

　

顏
之
推
は
、
仕
官
の
後
は
、
前
後
に
五
十
人
ず
つ
居
る
く
ら
い
の
①
「
中
品
」

の
地
位
に
居
る
べ
き
で
あ
り
、
②
そ
れ
以
上
高
位
の
場
合
に
は
、
直
ち
に
職
を

辞
し
、
私
邸
に
帰
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
多
く
の
国
家
に
仕
え
、
乱
世
を
生

き
抜
い
て
き
た
顏
之
推
の
実
感
が
こ
も
っ
た
処
世
術
と
言
え
よ
う
。

　
『
顏
氏
家
訓
』
も
読
み
継
が
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
も
記
さ
れ
た
閉
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鎖
的
婚
姻
圏
の
遵
守
と
「
二
千
石
」
以
上
に
就
い
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
顏
含
の

「
戒
」
は
、
唐
代
中
期
の
子
孫
に
確
実
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
顏
眞
卿
の
「
晉

侍
中
右
光
祿
大
夫
本
州
大
中
正
西
平
靖
侯
顏
公
大
宗
碑
」
に
は
、「
桓
溫 

婚
を

求
む
る
も
、
其
の
盛
滿
な
る
を
以
て
許
さ
ず
。
因
り
て
子
孫
を
誡
め
て
曰
く
、

「
今
よ
り
官
に
任
ぜ
ら
る
る
は
二
千
石
を
過
ぐ
可
か
ら
ず
、
婚
姻
は
世
家
を
貪

る
こ
と
勿
れ
」
と
（
桓
溫
求
婚
、
以
其
盛
滿
不
許
。
因
誡
子
孫
曰
、
自
今
任
官

不
可
過
二
千
石
、
婚
姻
勿
貪
世
家
）」（『
全
唐
文
』
卷
三
百
三
十
九
）
と
あ
り
、

唐
の
顏
眞
卿
ま
で
顏
含
の
「
戒
」
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

顔
之
推
の
思
い
は
、
子
孫
に
届
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

顏
之
推
は
、
貴
族
の
基
盤
を
郷
里
に
お
け
る
土
地
経
営
や
民
の
支
持
に
求
め

る
こ
と
は
な
い
。「
家
」
は
「
二
十
口
」
に
過
ぎ
ず
、
郷
党
へ
の
賑
恤
も
『
周
易
』

の
止
足
の
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
顏
之
推
は
、
性
三
品
説
に
基
づ
き
、

家
學
で
あ
る
『
春
秋
左
氏
傳
』
と
禮
學
を
典
拠
に
、
生
ま
れ
る
前
か
ら
の
継
続

的
な
教
育
を
主
張
す
る
。
そ
れ
は
、
貴
族
の
存
立
基
盤
で
あ
る
「
學
」
を
修
め

る
た
め
で
あ
っ
た
。
嗣
子
は
北
朝
の
風
習
に
従
い
嫡
子
と
す
る
が
、
女
性
が
国

と
家
の
政
治
に
関
わ
る
こ
と
は
批
判
し
、
そ
う
し
た
北
朝
の
風
習
を
利
用
し
て

権
力
に
接
近
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
。

　

顏
之
推
が
理
想
と
し
た
貴
族
像
は
、「
學
」
を
存
立
基
盤
と
し
、
閉
鎖
的
婚

姻
圏
の
維
持
と
い
う
自
律
的
秩
序
を
持
つ
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
貴
族
の
本
来

の
あ
り
方
と
君
主
権
力
か
ら
の
自
律
性
を
守
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

南
朝
・
北
朝
の
い
ず
れ
の
貴
族
を
起
源
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
理
想
の
貴
族

像
は
、
儒
敎
の
經
典
に
基
づ
き
、
理
念
的
に
構
築
さ
れ
た
。
九
品
中
正
制
度
に

保
証
さ
れ
た
制
度
と
し
て
の
貴
族
制
が
崩
壊
し
て
い
く
な
か
で
、
顏
之
推
が
守

ろ
う
と
し
た
貴
族
の
自
律
的
秩
序
は
閉
鎖
的
婚
姻
圏
で
あ
っ
た
。
後
漢
末
の

「
黨
人
」
以
来
持
っ
て
い
た
皇
帝
権
力
や
国
家
権
力
と
の
対
峙
性
は
減
退
し
た

も
の
、
貴
族
に
お
け
る
自
律
性
は
、
か
ろ
う
じ
て
閉
鎖
的
婚
姻
圏
と
い
う
形
で

残
存
す
る
。
そ
う
し
た
貴
族
像
の
展
開
の
必
要
性
を
子
孫
に
伝
え
る
も
の
が
、

『
顏
氏
家
訓
』
で
あ
っ
た
。
顏
師
古
・
顏
眞
卿
に
代
表
さ
れ
る
子
孫
た
ち
は
、

顏
氏
は
貴
族
の
「
家
」
で
あ
る
、
と
い
う
自
覚
を
持
っ
て
唐
代
を
生
き
た
。
顏

之
推
の
思
い
は
果
た
さ
れ
た
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

注

（
1
）　
『
顏
氏
家
訓
』
の
内
容
と
版
本
、
先
行
研
究
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
（
主
編
）

『
全
譯
顔
氏
家
訓
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
八
年
）
の
「
解
題
」
を
参
照
。

（
2
）　

顏
之
推
の
佛
敎
信
仰
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
顔
之
推
の
仏
教
信
仰
」（『
東
洋
の

思
想
と
宗
教
』
三
四
、
二
〇
一
七
年
）。
を
参
照
。

（
3
）　

渡
邉
義
浩
「『
顔
氏
家
訓
』
に
お
け
る
貴
族
像
の
展
開
と
執
筆
意
図
」（『
東
洋
文
化

研
究
所
紀
要
』
一
七
三
、
二
〇
一
八
年
）。

（
4
）　
『
顏
氏
家
訓
』
を
含
め
た
六
朝
時
代
全
体
の
家
訓
書
の
流
行
に
つ
い
て
は
、
守
屋
美

都
雄
「
六
朝
時
代
の
家
訓
に
つ
い
て
」（『
日
本
学
士
院
紀
要
』
一
〇
│
三
、
一
九
五
二

年
、『
中
国
古
代
の
家
族
と
国
家
』
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
八
年
に
所
収
）、『
顏
氏

家
訓
』
が
後
世
の
家
訓
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
銭
国
旗
「
学
問
修
身
与
文
化
伝

家
│
論
《
顔
氏
家
訓
》
的
勉
学
重
教
思
想
」（『
青
島
大
学
師
範
学
院
学
報
』
二
七
│
一
、
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二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
5
）　
『
顏
氏
家
訓
』
に
お
け
る
学
問
を
媒
介
と
し
た
家
と
国
家
の
連
続
性
に
つ
い
て
は
、

銭
国
旗
「
血
脈
伝
承
与
揚
名
顕
親
│
論
《
顔
氏
家
訓
》
的
斉
家
之
道
」（『
孔
子
研
究
』

二
〇
〇
七
│
四
、
二
〇
〇
七
年
）、
池
田
恭
哉
「
顔
之
推
の
学
問
に
お
け
る
家
と
国
家
」

（『
中
国
思
想
史
研
究
』
三
一
、
二
〇
一
一
年
、『
南
北
朝
時
代
の
士
大
夫
と
社
会
』
研

文
出
版
、
二
〇
一
八
年
に
所
収
）
を
参
照
。

（
6
）　

守
屋
美
都
雄
「
南
人
と
北
人
」（『
東
亜
論
叢
』
六
、
一
九
四
八
年
、『
中
国
古
代
の

家
族
と
国
家
』
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
八
年
に
所
収
）
は
、『
顏
氏
家
訓
』
の
「
北
人
」

は
直
情
で
、
人
情
味
が
厚
く
、
多
少
の
形
式
や
禮
制
な
ど
を
意
に
介
さ
な
い
。
ま
た
快

活
で
活
動
的
で
没
我
的
気
質
に
富
む
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
南
人
」
は
、
挙
措
進
退
が

形
式
的
で
批
判
的
精
神
に
富
み
、
個
人
主
義
的
で
、
婦
人
に
従
属
的
地
位
を
強
い
る
と

す
る
。
そ
し
て
、
東
晉
の
初
め
に
文
化
的
優
越
を
誇
っ
て
い
た
北
来
の
漢
人
の
地
位
は

逆
転
し
、
文
化
的
に
は
「
南
人
」
の
生
活
の
方
が
「
北
人
」
の
生
活
よ
り
も
一
段
と
高

い
次
元
に
到
達
し
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
顧
向
明
・
王
大
建
「《
顔
氏
家
訓
》

中
南
北
朝
士
族
風
俗
文
化
現
象
探
析
」（『
鄭
州
大
学
学
報
』
哲
学
社
会
科
学
版
、
三
九

│
四
、
二
〇
〇
六
年
）
も
参
照
。

（
7
）　

仲
尼
曰
、
善
哉
。
政
寛
則
民
慢
、
慢
則
糾
之
以
猛
。
猛
則
民
殘
、
殘
則
施
之
以
寛
。

寛
以
濟
猛
、
猛
以
濟
寛
、
政
是
以
和
（『
春
秋
左
氏
傳
』
昭
公 

傳
二
十
年
）。
な
お
、

後
漢
末
か
ら
三
國
に
か
け
て
、『
春
秋
左
氏
傳
』
が
曹
操
な
ど
の
「
猛
」
政
の
典
拠
と

な
っ
た
こ
と
は
、
渡
邉
義
浩
「「
寛
」
治
か
ら
「
猛
」
政
へ
」（『
東
方
学
』
一
〇
二
、

二
〇
〇
一
年
、『
三
国
政
権
の
構
造
と
「
名
士
」』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
に
所
収
）、

東
晉
を
輔
政
し
た
王
導
が
「
寛
」
治
を
指
向
し
た
こ
と
は
、
渡
邉
義
浩
「『
世
説
新
語
』

に
お
け
る
王
導
の
表
現
と
南
北
問
題
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
六

二
、
二
〇
一
七
年
、『「
古
典
中
国
」
に
お
け
る
小
説
と
儒
教
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七

年
に
所
収
）
を
参
照
。

（
8
）　
①
世
間
名
士
、
但
務
寛
仁
。
②
至
於
飮
⻝
・
饟
饋
、
僮
僕
減
損
、
施
惠
・
然
諾
、
妻

子
節
量
、
狎
侮
賓
客
、
侵
耗
鄕
黨
。
此
亦
爲
家
之
巨
蠹
矣
（『
顏
氏
家
訓
』
治
家
第
五
）。

な
お
、『
顏
氏
家
訓
』
は
、
盧
文
弨
が
乾
隆
五
十
七
（
一
七
九
二
）
年
に
、
知
不
足
齋

叢
書
本
を
参
照
し
た
重
刊
本
を
「
抱
經
堂
叢
書
」
に
収
め
て
出
版
し
た
「
抱
經
堂
叢
書

本
」
底
本
と
す
る
。

（
9
）　

谷
川
道
雄
「
六
朝
時
代
の
名
望
家
支
配
に
つ
い
て
」（『
龍
谷
大
学
論
集
』
四
三
六
、

一
九
九
〇
年
）。

（
10
）　

渡
邉
義
浩
「
漢
魏
交
替
期
の
社
会
」（『
歴
史
学
研
究
』
六
二
六
、
一
九
九
一
年
）。

（
11
）　
①
天
地
鬼
神
之
道
、
皆
惡
滿
盈
。
謙
虛
冲
損
、
可
以
免
害
。
…
…
常
以
、
②
二
十
口
家
、

③
奴
婢
盛
多
、
不
可
出
二
十
人
、
良
田
十
頃
、
堂
室
纔
蔽
風
雨
、
車
馬
僅
代
杖
策
、
蓄

財
數
萬
、
以
擬
吉
凶
急
速
。
不
啻
此
者
、
④
以
義
散
之
、
不
至
此
者
、
勿
非
道
求
之
（『
顏

氏
家
訓
』
止
足
第
十
三
）。

（
12
）　

宇
都
宮
清
吉
「
漢
代
に
お
け
る
家
と
家
族
」（『
史
林
』
二
四
│
二
、
一
九
五
三
年
、

『
漢
代
社
会
経
済
史
研
究
』
弘
文
堂
、
一
九
五
五
年
に
所
収
）。
尾
形
勇
『
中
国
古
代
の

「
家
」
と
国
家
│
皇
帝
支
配
下
の
秩
序
構
造
』（
岩
波
書
店
、一
九
七
九
年
）、杜
正
勝
『
編

戸
斉
民
』（
聯
経
出
版
事
業
公
司
、
一
九
九
〇
年
）
も
参
照
。

（
13
）　

谷
川
道
雄
「
六
朝
貴
族
の
宗
族
│
近
世
宗
族
と
の
比
較
に
お
い
て
」（『
名
古
屋
大
学

東
洋
史
研
究
報
告
』
二
五
、
二
〇
〇
一
年
、『
谷
川
道
雄
中
国
史
論
集
』
上
巻
、
汲
古

書
院
、
二
〇
一
七
年
に
所
収
）。

（
14
）　

夫
①
孝
行
著
於
家
門
、
豈
不
忠
恪
於
在
官
乎
。
②
仁
恕
稱
於
九
族
、
豈
不
逹
於
爲
政
乎
。

③
義
斷
行
於
鄕
黨
、
豈
不
堪
於
事
任
乎
（『
三
國
志
』
卷
九 

夏
侯
尙
傳
附
夏
侯
玄
傳
）。

（
15
）　

善
施
者
豈
唯
發
自
人
心
、
乃
出
天
則
。
與
不
待
積
、
取
無
謀
實
、
竝
散
千
金
、
誠
不

可
能
。
贍
人
之
急
、
雖
乏
必
先
、
使
施
如
王
丹
、
受
如
杜
林
、
亦
可
與
言
交
矣
（『
宋
書
』

卷
七
十
三 

顏
延
之
傳
）。

（
16
）　

生
民
之
本
、
要
當
稼
穡
而
⻝
、
桑
麻
以
衣
。
…
…
至
能
守
其
業
者
、
閉
門
而
爲
生
之

具
以
足
、
但
家
無
鹽
井
耳
。
今
北
土
風
俗
、
率
能
躬
儉
節
用
、
以
贍
衣
⻝
。
江
南
奢
侈
、

多
不
逮
焉
（『
顏
氏
家
訓
』
治
家
第
五
）。

（
17
）　

夫
有
人
民
而
後
有
夫
婦
、
有
夫
婦
而
後
有
父
子
、
有
父
子
而
後
有
兄
弟
。
①
一
家
之
親
、

此
三
而
已
矣
。
自
茲
以
往
、
至
於
九
族
、
皆
本
於
三
親
焉
。
…
…
②
及
其
壯
也
、
各
妻

其
妻
、
各
子
其
子
。
雖
有
篤
厚
之
人
、
不
能
不
少
衰
也
（『
顏
氏
家
訓
』
兄
弟
第
三
）。

（
18
）　
『
顏
氏
家
訓
』
兄
弟
第
三
に
、「
兄
弟
の
際
、
他
人
に
異
な
れ
ば
、
望 

深
け
れ
ば
則
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ち
怨
み
易
く
、
地 

親ち
か

け
れ
ば
則
ち
弭や

み
易
し
（
兄
弟
之
際
、
異
於
他
人
、
望
深
則
易
怨
、

地
親
則
易
弭
）」
と
あ
る
。
な
お
、
川
本
芳
昭
「
顔
之
推
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
価
値

意
識
に
つ
い
て
」（『
史
淵
』
一
三
八
、
二
〇
〇
一
年
）
は
、
顏
之
推
が
兄
弟
関
係
を
重

視
す
る
背
景
に
、
兄
弟
と
の
疎
遠
・
不
仲
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

（
19
）　

中
国
近
世
の
宗
族
に
つ
い
て
は
、
井
上
徹
『
中
国
の
宗
族
と
国
家
の
礼
制
│
宗
法
主

義
の
視
点
か
ら
の
分
析
』（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）、
宗
族
の
規
範
を
記
す
宗
譜
（
族

譜
）
に
つ
い
て
は
、
多
賀
秋
五
郎
『
中
国
宗
譜
の
研
究
』
上
・
下
（
日
本
学
術
振
興
会
、

一
九
八
一
・
八
二
年
）、
族
譜
を
利
用
し
た
当
該
時
代
の
女
性
像
の
分
析
に
つ
い
て
は
、

仙
石
知
子
『
明
清
小
説
に
お
け
る
女
性
像
の
研
究
│
族
譜
に
よ
る
分
析
を
中
心
に
』（
汲

古
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

（
20
）　
①
上
智
不
敎
而
成
、
下
愚
雖
敎
無
益
、
中
庸
之
人
不
敎
不
知
也
。
②
古
者
、
聖
王
有

胎
敎
之
法
。
懷
子
三
月
、
出
居
別
宮
、
目
不
邪
視
、
耳
不
妄
聽
、
音
聲
・
滋
味
、
以
禮

節
之
。
…
…
③
子
生
咳　

、
師
・
保
固
明
孝
・
仁
・
禮
・
義
、
導
習
之
矣
。
凡
庶
縱
不

能
爾
、
當
及
嬰
稚
識
人
顏
色
、
知
人
喜
怒
、
便
加
敎
誨
、
使
爲
則
爲
、
使
止
則
止
。

…
…
比
及
數
歳
、
可
省
④
笞
罰
。
…
…
⑤
孔
子
云
、
少
成
若
天
性
、
習
慣
如
自
然
、
是
也
。

俗
諺
曰
、
敎
婦
初
來
、
敎
兒
嬰
孩
。
誠
哉
斯
語
（『
顏
氏
家
訓
』
敎
子
第
二
）。

（
21
）　

皇
侃
の
性
三
品
説
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
魏
晉
南
北
朝
に
お
け
る
「
品
」
的
秩

序
の
展
開
」（『
魏
晉
南
北
朝
に
お
け
る
貴
族
制
の
形
成
と
三
教
・
文
学
』
汲
古
書
院
、

二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

（
22
）　
『
大
戴
禮
記
』
の
完
成
が
後
漢
に
ず
れ
込
む
こ
と
は
、
津
田
左
右
吉
「
礼
記
及
び
大

戴
礼
記
の
編
纂
時
代
に
つ
い
て
」（『
儒
教
の
研
究
』
一
、岩
波
書
店
、一
九
五
〇
年
、『
津

田
左
右
吉
全
集
』
第
十
六
巻
、
一
九
六
五
年
）
を
参
照
。
な
お
、
津
田
は
、『
大
戴
禮
記
』

の
編
纂
者
を
章
帝
期
の
曹
襃
と
す
る
。

（
23
）　

当
該
時
期
の
庶
子
と
嫡
子
に
つ
い
て
は
、
唐
長
孺
「
読
《
顔
氏
家
訓
・
後
娶
篇
》
論

南
北
嫡
庶
身
分
差
異
」（『
歴
史
研
究
』
一
九
九
四
│
一
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。

（
24
）　
①
江
左
不
諱
庶
孽
。
喪
室
之
後
、
多
以
妾
媵
終
家
事
。
…
…
②
河
北
鄙
於
側
出
、
不

預
人
流
。
是
以
必
須
重
娶
、
至
於
三
四
。
母
年
有
少
於
子
者
。
後
母
之
弟
、
與
前
婦
之

兄
、
衣
服
飮
⻝
、
爰
及
婚
宦
、
至
於
士
庶
貴
賤
之
隔
。
俗
以
爲
常
。
身
沒
之
後
、
辭
訟

盈
公
門
、
謗
辱
彰
道
路
、
子
誣
母
爲
妾
、
弟
黜
兄
爲
傭
。
…
…
安
有
孝
子
乎
。
此
不
可

不
畏
（『
顏
氏
家
訓
』
後
娶
第
四
）。

（
25
）　
『
顏
氏
家
訓
』
後
娶
第
四
は
、
再
婚
を
論
じ
、
後
妻
を
娶
る
こ
と
で
先
妻
の
子
が
虐

待
さ
れ
、
父
子
・
兄
弟
の
仲
を
悪
く
す
る
弊
害
を
述
べ
る
。
こ
こ
で
も
、
兄
弟
を
引
き

裂
く
者
は
妻
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
顔
氏
家
訓
』
に
描
か
れ
た
女
性
に
つ
い
て
は
、

劉
振
華
「
六
朝
時
期
南
北
婦
女
風
貌
之
比
較
」（『
学
海
』
一
九
九
三
│
二
、
一
九
九
三

年
）、
王
連
儒
・
許
静
「《
顔
氏
家
訓
》
中
的
女
性
生
活
状
況
及
女
性
教
育
観
念
」（『
聊

城
大
学
学
報
』
社
会
科
学
版
二
〇
〇
七
│
六
、
二
〇
〇
七
年
）、
再
婚
に
つ
い
て
は
譚

潔
清
「《
顔
氏
家
訓
》
的
再
娶
観
念
」（『
史
学
月
刊
』
二
〇
一
三
│
五
、
二
〇
一
三
年
）、

家
族
観
念
に
つ
い
て
は
常
昭
「
務
先
王
之
道
、
紹
家
世
之
業
│
論
『
顔
氏
家
訓
』
的
家

族
観
念
」（『
山
東
青
年
政
治
学
院
学
報
』
二
〇
一
三
│
四
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。

（
26
）　

婦
主
中
饋
、
惟
事
酒
⻝
・
衣
服
之
禮
耳
。
①
國
不
可
使
預
政
、
家
不
可
使
幹
蠱
。
如

有
聡
明
才
智
、
識
逹
古
今
、
正
當
輔
佐
君
子
、
助
其
不
足
。
②
必
無
牝
鶏
晨
鳴
、
以
致

禍
也
（『
顏
氏
家
訓
』
治
家
第
五
）。

（
27
）　

王
曰
、
古
人
有
言
曰
、
①
牝
雞
無
晨
。
牝
雞
之
晨
、
惟
家
之
索
。
②
今
商
王
受
、
惟

婦
言
是
用
、
昏
棄
厥
肆
祀
、
弗
答
。
…
…
（『
尙
書
』
牧
誓
篇
）。

（
28
）　

守
屋
美
都
雄
「
顔
氏
家
訓
に
つ
い
て
」（『
中
国
雑
誌
』
四
、
一
九
六
七
年
、『
中
国

古
代
の
家
族
と
国
家
』
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
八
年
に
所
収
）。
こ
れ
に
対
し
て
、

朱
明
勛
「《
顔
氏
家
訓
》
成
書
年
代
論
析
」（『
社
会
科
学
研
究
』
二
〇
〇
三
│
四
、
二

〇
〇
三
年
）
は
、
隋
の
中
国
統
一
以
降
と
す
る
。

（
29
）　
①
江
東
婦
女
、
略
無
交
遊
。
其
婚
姻
之
家
、
或
十
數
年
間
、
未
相
識
者
、
惟
以
信
命
・

贈
遺
、
致
殷
勤
焉
。
②
鄴
下
風
俗
、
專
以
婦
持
門
戶
。
爭
訟
曲
直
、
造
請
逢
迎
、
車
乘

填
街
衢
、
綺
羅
盈
府
寺
、
③
代
子
求
官
、
爲
夫
訴
屈
。
此
乃
恆
・
代
之
遺
風
乎
。
南
間

貧
素
、
皆
事
外
飾
。
車
乘
・
衣
服
、
必
貴
整
齊
、
家
人
・
妻
子
、
不
免
飢
寒
。
④
河
北

人
事
、
多
由
内
政
。
綺
羅
・
金
翠
、
不
可
廢
闕
、
羸
馬
・
顇
奴
、
僅
充
而
已
。
倡
和
之

禮
、
或
爾
汝
之
（『
顏
氏
家
訓
』
治
家
第
五
）。

（
30
）　
①
齊
之
季
世
、
多
以
財
貨
託
附
外
家
、
諠
動
②
女
謁
。
拜
守
宰
者
、
印
組
光
華
、
車

騎
輝
赫
、
榮
兼
九
族
、
取
貴
一
時
。
而
爲
執
政
所
患
、
隨
而
伺
察
、
既
以
利
得
、
必
以
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利
殆
（『
顏
氏
家
訓
』
省
事
第
十
二
）。

（
31
）　

北
齊
の
政
治
状
況
に
つ
い
て
は
、
谷
川
道
雄
「
北
斉
政
治
史
と
漢
人
貴
族
」（『
名
古

屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
二
六
、
一
九
六
二
年
、『
増
補 

隋
唐
帝
国
形
成
史
論
』
筑

摩
書
房
、
一
九
九
八
年
に
所
収
）
を
参
照
。

（
32
）　

齊
朝
有
一
士
大
夫
。
嘗
謂
吾
曰
、
我
有
一
兒
。
年
已
十
七
、
頗
曉
書
疏
。
①
敎
其
鮮

卑
語
及
彈
琵
琶
、
稍
欲
通
解
。
以
此
伏
事
公
卿
、
無
不
寵
愛
。
亦
要
事
也
。
吾
時
俛
而

不
答
。
異
哉
、
此
人
之
敎
子
也
。
②
若
由
此
業
自
致
卿
相
、
亦
不
願
汝
曹
爲
之
（『
顏
氏

家
訓
』
敎
子
第
二
）。

（
33
）　
①
梁
朝
全
盛
之
時
、
貴
遊
子
弟
、
多
無
學
術
。
至
於
諺
云
上
車
不
落
則
著
作
、
體
中

何
如
則
祕
書
。
…
…
②
明
經
求
第
、
則
顧
人
答
策
。
三
九
公
讌
、
則
假
手
賦
詩
。
…
…

有
學
藝
者
、
觸
地
而
安
。
自
荒
亂
已
來
、
諸
見
俘
虜
、
雖
百
世
小
人
、
知
學
論
語
・
孝

經
者
、
尙
爲
人
師
。
雖
千
載
冠
冕
、
不
曉
書
記
者
、
莫
不
耕
田
養
馬
。
以
此
觀
之
、
安

可
不
自
勉
耶
。
③
若
能
常
保
數
百
卷
書
、
千
載
終
不
爲
小
人
也
（『
顏
氏
家
訓
』
勉
學
第

八
）。

（
34
）　

宮
崎
市
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
│
科
挙
前
史
』（
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
五
六
年
）。

（
35
）　

南
人
冬
至
・
歳
首
、
不
詣
喪
家
。
若
不
修
書
、
則
過
節
束
帶
以
申
慰
。
①
北
人
至
歳

之
日
、
重
行
弔
禮
。
禮
無
明
文
、
則
吾
不
取
。
南
人
賓
至
不
迎
、
相
見
捧
手
而
不
揖
、

送
客
下
席
而
已
。
②
北
人
迎
送
竝
至
門
、
相
見
則
揖
。
皆
古
之
道
也
。
吾
善
其
迎
揖
（『
顏

氏
家
訓
』
風
操
第
六
）。

（
36
）　

昔
者
、
王
侯
自
稱
①
孤
・
寡
・
不
穀
。
自
茲
以
降
、
雖
孔
子
聖
師
、
與
門
人
言
皆
稱

名
也
。
後
雖
有
臣
・
僕
之
稱
、
行
者
蓋
亦
寡
焉
。
②
江
南
輕
重
、
各
有
謂
號
、
具
諸
書
儀
。

③
北
人
多
稱
名
者
、
乃
古
之
遺
風
、
吾
善
其
稱
名
焉
（『
顏
氏
家
訓
』
風
操
第
六
）。

（
37
）　

言
及
先
人
、
理
當
感
慕
。
①
古
者
之
所
易
、
今
人
之
所
難
。
②
江
南
人
事
不
獲
已
、

須
言
閥
閲
、
必
以
文
翰
、
罕
有
面
論
者
。
③
北
人
無
何
便
爾
話
説
、
及
相
訪
問
。
如
此

之
事
、
不
可
加
於
人
也
（『
顏
氏
家
訓
』
風
操
第
六
）。

（
38
）　

二
親
既
沒
、
所
居
齋
寢
、
子
與
婦
弗
忍
入
焉
。
北
朝
頓
丘
李
構
、
母
劉
氏
夫
人
亡
後
、

所
住
之
堂
、
終
身
鏁
閉
、
弗
忍
開
入
也
。
夫
人
、
宋
廣
州
刺
史
纂
之
孫
女
、
故
構
猶
染

江
南
風
敎
（『
顏
氏
家
訓
』
風
操
第
六
）。

（
39
）　

開
皇
二
年
、
齊
黃
門
侍
郞
顏
之
推
上
言
、
禮
崩
樂
壞
、
其
來
自
久
。
今
太
常
雅
樂
、

竝
用
胡
聲
、
請
馮
梁
國
舊
事
、
考
尋
古
典
。
高
祖
不
從
。
曰
、
梁
樂
亡
國
之
音
。
奈
何

遣
我
用
邪
（『
隋
書
』
卷
十
四 

音
樂
志
中
）。

（
40
）　

顏
之
推
の
南
朝
観
に
つ
い
て
は
、
洪
鈺
琳
・
張
暁
燕
「《
顔
氏
家
訓
》
所
見
顔
之
推

対
南
朝
文
化
的
追
慕
」（『
開
封
教
育
学
院
学
報
』
三
六
│
七
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。

（
41
）　

顏
氏
之
先
、
本
乎
鄒
・
魯
、
或
分
入
齊
、
①
世
以
儒
雅
爲
業
、
徧
在
書
記
。
仲
尼
門
徒
、

升
堂
者
七
十
有
二
、
顏
氏
居
八
人
焉
。
秦
・
漢
・
魏
・
晉
、
下
逮
齊
・
梁
、
②
未
有
用

兵
以
取
逹
者
。
春
秋
之
世
、
顏
高
・
顏
鳴
・
顏
息
・
顏
羽
之
徒
、
皆
一
鬪
夫
耳
。
齊
有

顏
涿
聚
、
趙
有
顏
㝡
、
漢
末
有
顏
良
、（
宋
有
顏
延
之
）〔
晉
有
顏
延
〕、
竝
處
將
軍
之
任
、

竟
以
顛
覆
。
…
…
頃
世
亂
離
、
衣
冠
之
士
、
雖
無
身
手
、
或
聚
徒
衆
、
違
棄
素
業
、
徼

倖
戰
功
。
吾
既
羸
薄
、
仰
惟
前
代
、
故
寘
心
於
此
。
③
子
孫
誌
之
。
孔
子
力
翹
門
關
、

不
以
力
聞
、
此
聖
證
也
（『
顏
氏
家
訓
』
誡
兵
第
十
四
）。
な
お
、
底
本
の
抱
經
堂
叢
書

本
は
、「
宋
有
顏
延
之
」
に
つ
く
る
が
、
錢
大
昕
の
指
摘
に
よ
り
「
晉
有
顏
延
」
に
改

め
た
。

（
42
）　

一
九
五
八
年
に
発
見
さ
れ
た
南
京
老
虎
山
一
号
墓
よ
り
出
土
し
た
、
顔
含
の
第
二
子

顔
謙
の
夫
人
劉
氏
の
墓
誌
に
つ
い
て
は
、
南
京
市
文
物
保
管
委
員
会
「
南
京
老
虎
山
晋

墓
」（『
考
古
』
一
九
五
九
│
六
、
一
九
五
九
年
）
を
参
照
。

（
43
）　
①
禮
云
、
欲
不
可
縱
、
志
不
可
滿
。
宇
宙
可
臻
其
極
、
情
性
不
知
其
窮
。
唯
在
少
欲

知
足
、
爲
立
涯
限
爾
。
②
先
祖
靖
侯
戒
子
姪
曰
、
汝
家
書
生
門
戶
、
世
無
富
貴
。
自
今

仕
宦
、
不
可
過
二
千
石
。
婚
姻
勿
貪
勢
家
。
吾
終
身
服
膺
、
以
爲
名
言
也
（『
顏
氏
家
訓
』

止
足
第
十
三
）。

（
44
）　

渡
邉
義
浩
「
司
馬
氏
の
台
頭
と
西
晉
の
建
国
」（『
大
東
文
化
大
学
漢
学
会
誌
』
四
六
、

二
〇
〇
七
年
、『
西
晉
「
儒
教
国
家
」
と
貴
族
制
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
に
所
収
）

を
参
照
。

（
45
）　

渡
邉
義
浩
「
西
晉
司
馬
氏
婚
姻
考
」（『
東
洋
研
究
』
一
六
一
、
二
〇
〇
六
年
、『
西

晉
「
儒
教
国
家
」
と
貴
族
制
』
前
掲
に
所
収
）。

（
46
）　
①
婚
姻
素
對
、
靖
侯
成
規
。
近
世
嫁
娶
、
遂
有
賣
女
納
財
、
買
婦
輸
絹
。
比
量
父
祖
、

計
較
錙
銖
、
責
多
還
少
、
市
井
無
異
。
或
猥
壻
在
門
、
或
傲
婦
擅
室
。
②
貪
榮
求
利
、
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反
招
羞
恥
。
可
不
慎
歟
（『
顏
氏
家
訓
』
治
家
第
五
）。

（
47
）　

渡
邉
義
浩
「『
世
説
新
語
』
の
編
集
意
図
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
七
〇
、

二
〇
一
六
年
、『「
古
典
中
国
」
に
お
け
る
小
説
と
儒
教
』
前
掲
に
所
収
）
を
参
照
。

（
48
）　

渡
邉
義
浩
「
中
国
貴
族
制
と
「
封
建
」」（『
東
洋
史
研
究
』
六
九
│
一
、
二
〇
一
〇
年
、

『
西
晉
「
儒
教
国
家
」
と
貴
族
制
』
前
掲
に
所
収
）
を
参
照
。

（
49
）　

仕
宦
稱
泰
、
①
不
過
處
在
中
品
。
前
望
五
十
人
、
後
顧
五
十
人
、
足
以
免
恥
辱
、
無

傾
危
也
。
②
高
此
者
、
便
當
罷
謝
、
偃
仰
私
庭
（『
顏
氏
家
訓
』
止
足
第
十
三
）。


